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１．概要 

 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下「JAXA」という。）では、日本が国際宇

宙ステーション（以下「ISS」という。）に提供する全ての ISS 構成要素及び搭載物（以下

「要素・搭載物」という。）について、個別に安全審査を実施している。 

 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会宇宙開発利用部会（以下「宇宙開発利用部

会」という。）では、JAXA が実施している安全審査が適切であることを確認するため、調

査審議を行った。本資料は、その調査審議の結果を取りまとめたものである。 

 

２．調査審議の方法 

 宇宙開発利用部会及び宇宙開発利用部会が設置した調査・安全小委員会は、以下の日程

で調査審議を行った。 

  ・平成 28 年 9 月 8 日 調査・安全小委員会（第 20 回） 

  ・平成 28 年 9 月 29 日 宇宙開発利用部会（第 30 回） 

 

 調査・安全小委員会は、JAXA から示された資料をもとに、JAXA が実施した具体的な要

素・搭載物（※）に係る安全審査の方法や結果等が所定の安全審査のプロセスや考え方に則

しているかを、「国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」（JEM）に係る安全対策の

評価のための基本指針（平成 24 年 9 月 6 日 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科

会 宇宙開発利用部会）」（以下「評価指針」という。）に照らして、調査審議を行った。 

 宇宙開発利用部会は、調査・安全小委員会における調査審議結果についての報告を受け

たうえで、調査審議を行った。 

 

（※）今回の調査審議では、今後の打上げ予定時期と、提供要素・搭載物が有するハザード種

の数や特殊性（ユニークハザード数）、新規性等を総合的に検討し、沸騰二相流実験装

置（TPF）に係る安全審査の方法や結果等を調査審議した。 

 

３．調査審議の結果 

 JAXA が実施した「国際宇宙ステーション（ISS）に提供する実験装置（沸騰二相流実

験装置(TPF)）に関する安全審査結果について」は、評価指針に規定する安全確保の考

え方、安全審査プロセス、ハザード（※）及びハザード原因の抽出手法、抽出されたハザ

ード及びハザード原因への対処方法の各要件を満たしており、JAXA における「沸騰二

相流実験装置（TPF）」に係る安全審査の方法や審査結果は妥当であると評価する。また、

ハザード識別に関しては、アメリカ合衆国航空宇宙局（NASA）と共同で適宜標準ハザー

ドの見直しを行っており、JAXA が実施している安全審査のプロセスや考え方は適切に

機能していると判断する。 

 

（※）ハザードとは、「事故をもたらす要因が顕在又は潜在する状態」をいう。 
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平成２８年度 国際宇宙ステーション（ISS）に

日本が提供するISS構成要素及び搭載物に係る

安全性について

平成28年9月8日

改定 平成28年9月23日

文部科学省

研究開発局

宇宙開発利用課

調査・安全小委員会でのコメントを反映して、p.3を修正した。

（
参
考
３
）



ISSに提供するISS構成要素や搭載物の安全性に関し、 (1)米国航空宇宙局（NASA）と日

本国政府との責任・役割の分担、(2)日本国における文部科学省とJAXAとの責任・役割分担

は、NASAと日本国政府間の了解覚書（MOU）を踏まえて、以下のとおりとされている。

（１）NASA

① ISSの全体的な安全要求の設定、

及び日本が設定する安全要求が、ISSの全体的な要求に適合することの確認

② 日本が行う安全審査の支援

③ ISS全体及びISSの構成要素や搭載品が安全要求を満足していることの認証

（２）日本国（文部科学省、JAXA）

① 日本が提供する要素や搭載物に関する安全要求の設定 ＜JAXA＞

（NASA設定の全体的な安全要求を満足するよう設定、NASAが確認）

② 日本が提供する要素や搭載物に対する安全審査の実施 ＜JAXA＞（NASAが支援）

③ 日本が提供する要素や搭載物が安全要求を満足していることの認証 ＜文科省＞

１．ISS構成要素と搭載物の安全性に係る責任・役割分担

1
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１． ISS構成要素と搭載物の安全性に係る責任・役割分担

安全審査の
実施

安全性の
認証

日本国政府

ＮＡＳＡ

ロシア政府

カナダ政府

合衆国政府

ＥＳＡ

加盟国政府

ＩＧＡ

ＭＯＵ ＭＯＵ

ＦＳＡ

ＥＳＡ

ＣＳＡ

文部科学省

宇宙航空研
究開発機構

＊ＮＡＳＡ： 合衆国航空宇宙局

＊ＥＳＡ： 欧州宇宙機関

＊ＣＳＡ： カナダ宇宙庁

＊ＦＳＡ： ロシア連邦宇宙局

：参加国等

：協力機関

：取決め等

凡例

政府間協定

了解覚書

MOUにおいて
協力機関に指定

宇宙基地要素の提供及び
利用権の保持等に係る権
利義務関係の大枠を規定

各利用要素に係る利用権並び
に利用資源の具体的な配分、
及び運用経費に係る責任等に
ついて規定。
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（１） JAXAは、日本が提供する全ての要素や搭載物に対して、個別に安全審査（安全対策
の評価のための基本指針（※）への適合性確認を含む）を実施

（２） 宇宙開発利用部会／調査・安全小委員会は、

年に１回程度、JAXAが実施する安全審査のプロセスが適切であることについての
チェックを実施

このプロセスのチェックは、打上げ予定の具体的なISS構成要素や搭載物について、
安全審査の方法や結果等の妥当性を評価することで実施

※平成２８年度は、打上げ予定時期と、提供要素・搭載物が有するハザード種の数や特殊性

（ユニークハザード数）、新規性等を総合的に検討し、沸騰二相流実験装置（TPF）にて実施する。

この評価は、安全対策の評価のための基本指針（※）に照らして実施

※ 「国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」（JEM）に係る安全対策の評価のための基本指針」

（平成24年9月6日宇宙開発利用部会決定）： NASAや日本のISS構成要素及び搭載物に関する

安全要求との整合性をとりつつ、ISS構成要素等の安全対策について調査審議する際の指針

（３） 文部科学省は、JAXAが実施する安全審査結果と宇宙開発利用部会／調査・安全小
委員会が実施する妥当性確認をもって、日本が提供する要素及び搭載物の安全性を

認証

２．日本国内における安全性の認証の具体的な実施方法



国際宇宙ステーション(ISS)に提供する実験装置
（沸騰二相流実験装置(TPF)）

に関する安全審査結果について

平成28年9月8日
平成28年9月15日 A改訂

国立研究開発法人
宇宙航空研究開発機構

付
録

１

TPF： Two Phase Flow

A改訂
調査・安全小委員会での指摘を反映して、
p.14～19、22を修正した。
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１. 目的

有人安全審査会 JAXA安全審査委員会

フェーズ0/1
（基本設計終了時）

平成24年8月22日 平成25年5月28日

フェーズ2
（詳細設計終了時）

平成26年10月2日 平成27年1月9日

フェーズ3
（認定試験終了時）

平成28年1月7日 平成28年4月28日

JAXAによる有人安全審査プロセスのMEXTによる認証を維持す

るため、JAXAが実施した「沸騰二相流実験装置」(TPF)に対する

安全審査の結果を示す。

ＪＡＸＡにおけるTPFの有人安全審査は、下記の通り実施し、平成

28年4月に終了した。
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1. 対象システムの理解

2. ハザード及びその原因の識別

3. ハザード原因の除去／制御
及びその検証方法の設定

4. ハザード制御方法の検証

・ 対象とするシステムの機能・性能、その運用方法、そのシステムが
遭遇する環境条件、他のシステムとのインタフェース等 を十分理解する。

・対象となるシステム及びその運用に掛かる予測可能な全てのハザード
を、FTA、FMEA、標準ハザードによるチェック等の手法によって、被害の
度合い*1を含めて識別する。また、識別したハザードの原因を識別する。
これらは、対象とするハードウエア、ソフトウエア、運用、誤操作等の
ヒューマンエラー、インタフェース、環境条件等を考慮して、体系的 かつ
論理的に解析する。

FTA：Fault Tree Analysis
FMEA：Failure Mode and Effect Analysis

・ハザード原因については可能な限り除去する。
除去できないものについては、制御*2する。
また、ハザード制御の検証方法*3を併せて設定する

・試験、解析、検査、デモンストレーションのいずれか、あるいは組み合わ
せによって確認する。

・ハザードの制御方法の検証結果を評価して、ハザードの残存リスクが
十分低いレベルに制御されていることを確認する。

*1；被害の度合い
カタストロフィック（2故障許容設計相当）

打上げ機／ISSの喪失、致命的な人員の傷害となり得る状態。

クリティカル（1故障許容設計相当）
打上げ機／ISS機器の損傷や人員の傷害となり得る状態。

*3；検証方法
その仕組みが有効に機能することを試験、解析、検査、デモンストレーションなどに
より確認すること。

*4:フェーズI, II, III
フェーズI ：基本設計終了時
フェーズII：詳細設計終了時
フェーズIII：認定試験終了時

5. 残存リスクの評価

フェーズⅠ*4

フェーズⅡ*4

フェーズⅢ*4

2. 安全審査の進め方
（１）安全解析の手順

*2；制御
ハザードの影響の発現の可能性を下げる設計あるいは運用の仕組み。
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2. 安全審査の進め方
（２）安全審査体制

有人安全審査会*2

安全審査委員会*1

安全性評価 有人システム
安全・ミッショ
ン保証室

安全評価報告書

議長：有人S&MA室長

契約の相手方

開発担当
(各プロジェクト)

安全解析の実施

［メーカー］

委員長：副理事長

*1. 安全審査委員会
安全に係る事項で、経営意思決定が必要なもの、

もしくは外部公表の前に機構として評価／確認が
必要なものについて審議する場。

委員長：副理事長
副委員長：信頼性統括
委員：全常勤理事、監事等

*2. 有人安全審査会
安全に関する技術的な事項を審議する場。NASA

安全審査パネルから審査権限が委譲されている。

議長：有人S&MA室長
副議長：有人S&MA主幹
委員：有人宇宙技術部門の長、安全・信頼性、
構造、電気などの専門家

*3. 国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」
(JEM)に係る安全対策の評価のための基本指針

［ JAXA ］

文部科学省
調査・安全小委員会

指針*3への適合



3. 審査対象
TPF概要 (1/7)

5

沸騰に伴う蒸気気泡挙動が重力依存
性を持ち、熱伝達特性が異なる。

地上

μG

【目的】

科学的目的

沸騰気泡に浮力が働かない無重力環境で、流速、加熱量を変えながら加熱面や冷媒
温度の計測、気泡挙動の観測をすることで沸騰熱伝達に対する重力依存性を調べ、
力の支配領域の境界を明らかにする。

実用的目的

沸騰二相流方式は、液体の蒸発潜熱を利用することにより、単相流方式に比べて5倍以
上の熱輸送能力を有する。

宇宙機応用を目指し、地上では予測困難かつ最もクリティカルとなる除熱器の熱伝達
係数が、重力の影響を受けない流速の下限値を±10％の精度で決定し、ＪＡＸＡ宇宙
機設計基準を示す。

フロリナートによる沸騰二相流ループで、微小重力においても温度57℃と47℃との間
で動作することを検証し、単相方式と比しラジエータ面積を49 ％小型化する目処につ
いて実証する。
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3. 審査対象
TPF概要 (2/7)

【波及効果】

沸騰熱伝達への浮力の効果は、無重力での精緻な熱伝達係数や気泡挙動の観測でし
か得られず、TPF実験により沸騰現象を大きく支配する気泡離脱や加熱面への液供給
のメカニズム解明に対して知見を与えることできる。（熱工学への貢献）

ユニバーサルな設計基準の提供は、衛星、宇宙探査機、宇宙基地など広範な排熱シス
テム設計に有用であり、設計期間を大きく短縮させる。同時に、コンパクトな沸騰冷却を
前提とした構造設計は、機能により多くのリソースを割り振ることを可能とし、革新的宇
宙機への展開が期待できる。（宇宙機応用）

宇宙機用排熱システムの開発において、単相流などよりも格段に性能が高くコンパクト
化できる沸騰二相流体システムの設計基準を得ることで、最適設計による技術的なアド
バンテージを築く。（我が国の優位性確保）

宇宙探査における大規模排熱システム
の設計基準の提供

電気自動車（EV）用インバータ
の沸騰冷却への応用

（C) Toyota



3. 審査対象
TPF概要 (3/7)

7

【装置の仕組み】

試験流体を、ポンプにより設定流量でループ内に流動させる。予熱器で所望の温度ま
で加温し、テストセクションで加熱し沸騰させる。その様子をカメラで観察する。凝縮器
で除熱し液単相に戻す。

－ 予熱器

－ 透明伝熱管

－ 金属伝熱管

試験流体：パーフルオロヘキサン（normal-perfluorohexane）
（沸点 57℃） [ F3C-CF2-CF2-CF2-CF2-CF3 ]

最大 250 W

＜透明伝熱管＞

観察部

金属伝熱管

透明伝熱管

＜金属伝熱管＞

テストセクション
温度センサ

流体系統図（詳細は添付を参照）
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3. 審査対象
TPF概要 (4/7)

沸騰二相流実験装置

電源ボックス
アキュムレータ

【前面】

【背面】

安全化ボックス

制御装置

ポンプ

大きさ： W812 x D667 x H507 mm
質量： 約130 kg

実験装置の外観
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3. 審査対象
TPF概要 (5/7)



3. 審査対象
TPF概要 (6/7)
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• 帰還予定の物品はなく、全て軌道上廃棄予定（燃え残るものがないことを確認済み）
• 沸騰二相流実験装置が組み込まれる多目的実験ラックとのインタフェースも含めて

安全評価を実施している。

●沸騰二相流実験装置(TPF)

構体

フライトサポート器具

アキュムレータ（打上用）

テストループ系
冷却水系
光学系

CCDカメラ
高速度カメラ

電力系
電源ボックス
安全化ボックス

電装系
制御系

軌道上サポート器具

ガイドレール

ポンプ部
流量計測部
予熱部
混合部
透明伝熱管部
金属伝熱管部
観察部
凝縮部
アキュムレータ部
テストループ配管部
試料部
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3. 審査対象
実験運用の概要 (7/7)

リアルタイム実験運用

-運用チーム
-研究者チーム

実験後作業

宇宙飛行士による実
験装置セットアップ

実験実施

実験装置打上
（HTV-6）

実験
装置

MSP
R

筑波宇宙センター
筑波宇宙
センター

大学

流速、入口液温、加熱量、および加熱プロファイル
をパラメータとして沸騰実験を実施

加熱プロファイル

取得データ
・ビデオ画像
・温度、圧力
・電圧、電流

実験準備

実験目的に応じて流路バルブ
切替えを宇宙飛行士が実施

宇宙飛行士による
実験装置の片付け

「きぼう」船内実験室

地上

実験装置
軌道上廃棄

実験は、研究チームがリ
アルタイムダウンリング
データを監視しながら、コ
マンディングによる遠隔
操作により実施

クイック解析 詳細解析
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3. 審査対象
安全管理体制

（代表研究者）
大学研究者 １名 （九州大学）
（共同研究者）

大学研究者 ５名
（九州大学、神戸大学、兵庫県立大学、
山口東京理科大学、室蘭工業大学）

IHIエアロスペース

安全解析
システムの検証データの取得

検証データ

安全解析評価
予熱部、金属伝熱管部等の
検証データの取得

有人安全審査会

安全審査委員会

JAXA 

有人システム安全・
ミッション保証室

議長：有人S&MA室長

委員長：副理事長

安全性評価きぼう利用センター

安全管理

安全管理

透明伝熱管の検証データ
の取得

安全要求
安全解析
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3. 審査対象
対象フェーズ

射場作業

打上げ～
分離

分離～
ISS近傍
域到達

ISS近傍域内
および

ISSでの運用時

軌道離脱
～再突入

ISS近傍
域離脱～
軌道離脱

射場作業は
なし*

審査対象範囲

*ソフトバッグに梱包した
対象アイテムをロケッ
ト側に引き渡すのみ

JAXAがメーカからハードウェアを受領してから打上げ、軌道上運用、廃棄まで
が対象範囲である。
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減圧

クルーの喪失 環境の喪失 JEM内の火災 STD-TPF-6

汚染 UNQ-TPF-06

STD-TPF-7

クルー、ISS、「きぼう」機能
の喪失

分離した部品の衝突
軌道上荷重による構造破
壊

UNQ-TPF-01

加速した物体 圧力系の破壊

UNQ-TPF-03

キャビンエアの汚染 毒性ガス

キャビンエアの劣化

ガラス破片の放出 STD-TPF-5

UNQ-TPF-03

「きぼう」機能の喪失 JEM内の火災 STD-TPF-6

UNQ-TPF-03

回転体の破壊

UNQ-TPF-04

STD-TPF-13

電気ショック STD-TPF-14

４. 安全解析の概要
４.1.(1) ハザードの識別 FTA(1/2）

:ANDゲート

ハザードの識別は次のような方法で実施した。

まず、FTA (Fault Tree Analysis、下図参照)を使用して、トップ事象が1) クルー、ISS、「

きぼう」機能の喪失、2) クルーの負傷、3) 打上げ機の喪失、

に至るハザードを抽出した。その結果、14件のハザードが識別された。
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クルーの負傷 船内クルー 環境の劣化

キャビンエアの劣化

STD-TPF-16

STD-TPF-7

水の漏れ UNQ-TPF-04

雰囲気の劣化 STD-TPF-16

汚染 キャビンエアの汚染 毒性ガス

回転体への接触

ガラスの破片

STD-TPF-4

STD-TPF-4

STD-TPF-10

UNQ-TPF-01

STD-TPF-13

STD-TPF-5

シャープエッジ

ピンチング

接触温度

分離した部品の衝突

負圧による構造破壊 STD-TPF-3

圧力系の破裂 UNQ-TPF-04

正圧による構造破壊 UNQ-TPF-05

打上げ機の喪失 カーゴベイでの火災 STD-TPF-6

構造破壊 加速した物体の衝突
打上げ時の荷重による構
造破壊

UNQ-TPF-01

４. 安全解析の概要
４.1.(1) ハザードの識別 FTA(1/2）
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４. 安全解析の概要
４.1.(1) ハザードの識別

次に、TPFに対してFMEA（Failure Mode and  Effect Analysis）を実施し、ハザードの識

別に新たに追加がないことを確認した（FMEAの抜粋を下表に示す）。

さらに、標準ハザードとして定義されている16件のハザードリストとの比較検討を実施して

、ハザードの識別に新たな追加がないことを確認した。

ハザード識別の網羅性は、以下の方法により、担保している。

1) 開発部門とは独立したJAXA有人安全審査会による審査（各技術分野のエキスパート

や経験者が審査員として参加）

2) NASAによる安全審査（毒性レベルが高い、不適合報告書を含む、船外活動に関連す

るハザードを含むなどの場合）

FMEAの抜粋

部品 機能 故障モード 原因 故障の影響
ハザード
レポート

逆止弁
圧力超過時のリリー
フ

作動不良
組立不具合、コンタミ
等による故障

クルー喪失 UNQ-TPF-04

温度センサ 過加熱検知 温度計測不能 断線、製造不良 クルー喪失
UNQ-TPF-04
UNQ-TPF-06

アキュムレータ
テストループ系の圧
力保持

圧力調整不能
ベローズスティック
内部リーク

クルー喪失 UNQ-TPF-04

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・
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４. 安全解析の概要
４.1.(2) ハザードの識別 標準ハザード

標準ハザード

STD-TPF-3 通気口を有する機器の破損

STD-TPF-4 鋭利端部への接触、挟み込み

STD-TPF-5 ガラス等の破損

STD-TPF-6 火災（可燃性物質の使用)

STD-TPF-7 船内空気の汚染（使用材料からのオフガス）

STD-TPF-8 電磁適合性

STD-TPF-10 高温／低温部への接触

STD-TPF-13 回転機器（循環ポンプ、ファン）の破損

STD-TPF-14 電力コネクタ着脱時の感電

識別された14件のハザードの内、標準ハザード*として取り扱えるものを以下に示す。

*標準ハザード

制御及び検証方法が共通的であり、定型化されたハザード。
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No. ユニークハザード

UNQ-TPF-01 構造破壊

（欠番）

UNQ-TPF-03 電力系の損傷

UNQ-TPF-04 圧力システムからの漏洩・破裂

UNQ-TPF-05 密閉容器の構造破壊

UNQ-TPF-06 危険物質の放出

識別された14件のハザードの内、標準ハザードとして取り扱うことのできない、残りの5件
をユニークハザード*として識別した。

*ユニークハザード
標準ハザードで対応できず、製品に特徴的な制御が必要な場合は、ユニークハザード

として識別する。

４. 安全解析の概要
４.1.(3) ハザードの識別 ユニークハザード
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標準
ハザード

番号
タイトル 想定されるハザード 制御 検証結果

3
通気口を有す
る圧力機器の
破損

通気口を有する容器に
圧力変化が起きた際に
圧力差により容器が破
損する。

容器の内部エネル
ギーを、4,152J以下に
する。

規定値以下であること
を確認した。

4
鋭利端部への
接触、挟み込
み

鋭利な物やとがったも
のに接触することで、搭
乗員が負傷する。

鋭利端部がない設計
とする。

図面検査、フライトハー
ドウェアの検査により
確認した。

5 ガラスの破損
破損したガラスの破片
が、搭乗員を負傷させ
る。

ガラス部は封入する
設計とする。

図面検査、フライトハー
ドウェアの検査により
確認した。

４. 安全解析の概要
４.2. 標準的な制御方法により検証した事項(1/3)

標準ハザードとして識別した9件について検証した結果、「国際宇宙ステーションの
日本実験棟「きぼう」(JEM)に係る安全対策の評価のための基本指針」との適合性
を確認した。
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標準
ハザード

番号
タイトル 想定されるハザード 制御 検証結果

6
火災（可燃性
物質の使用)

可燃性物質を使用して
いた場合、「きぼう」内で
火災が発生する恐れが
ある。

適切な材料プロセス
（JAXA宇宙ステー
ションプログラム材料
及び工程要求書）に
従った材料選定を行
う。

材料使用リスト(MIUL; 
Material Identification 
and Usage List)を審査
し、承認した。

7

船内空気の汚
染（使用材料
からのオフガ
ス）

機器からのオフガスが
搭乗員に危害を与える
恐れがある。

適切な材料プロセス
（JAXA宇宙ステー
ションプログラム材料
及び工程要求書）に
従った材料選定を行
う。

材料使用リスト(MIUL; 
Material Identification 
and Usage List)を審査
し、承認した。

8 電磁適合性

電子機器から発生する
電磁波によって、周りの
機器に影響を与え、
ハザード制御機能を
喪失する。

電磁適合性(EMC)
要求に適合した設計
とする。

電磁適合性(EMC)試験
を実施し、要求を満足
することを確認した。

４. 安全解析の概要
４.2. 標準的な制御方法により検証した事項(2/3)
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標準
ハザード

番号
タイトル 想定されるハザード 制御 検証結果

10
高／低温部へ
の接触

高温部或いは低温部と
の接触により、搭乗員
が負傷する。

搭乗員が接触し得る
部分の表面温度が規
定の温度範囲（0～
+45℃）になる設計と
する。

熱解析及び試験結果
から、規定の温度範囲
に入ることを確認した。

13
回転機器（循
環ポンプ、ファ
ン）の破損

機器の故障により回転
体が飛散することで搭
乗員が負傷する。

回転体を筐体の中に
閉じ込める。
規定の回転エネル
ギー（直径：200mm、
回転数：8,000rpm）以
下とする。

回転体が筐体の中に
あり、かつ規定の回転
エネルギー以下である
ことを確認した。

14
電力コネクタ
着脱時の感電

電力ラインの着脱時に
搭乗員が誤ってコネクタ
に接触し、感電する。

電力ラインの着脱を
行う時には、上流の
電源をOFFにしてから
行う。

運用手順書に申し送ら
れていることを確認し
た。

４. 安全解析の概要
４.2. 標準的な制御方法により検証した事項(3/3)
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No. ユニークハザード 検証結果

UNQ-TPF-01 構造破壊
検証結果が妥当であることを確認した。
内容は、P23を参照。

（欠番）

UNQ-TPF-03 電力系の損傷
検証結果が妥当であることを確認した。
内容は、P24を参照。

UNQ-TPF-04 圧力システムからの破裂
検証結果が妥当であることを確認した。
内容は、P25を参照。

UNQ-TPF-05 密閉容器の構造破壊
検証結果が妥当であることを確認した。
内容は、P26を参照。

UNQ-TPF-06 毒性物質の漏洩
検証結果が妥当であることを確認した。
内容は、P27を参照。

4.3 特別な制御方法で検証した事項

ユニークハザードとして識別した5件について検証した結果、「国際宇宙ステーショ
ンの日本実験棟「きぼう」(JEM)に係る安全対策の評価のための基本指針」との適
合性を確認した。
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4.3 特別な制御方法で検証した事項
UNQ-TPF-01／構造破壊

【想定されるハザード】： カタストロフィックハザード（ISS、「きぼう」の損傷／搭乗員の死傷）

・ 打上げ中の静加速度/振動荷重及び減圧環境による差圧荷重、さらに軌道上運用中の加速度荷重により構造

破壊を起こし、搭乗員やハードウェアに有害な影響を与える。

【制御方法、検証方法】

ソフトバッグから取出し、多目的実験ラックのワークボリュームへ搭載

制御 検証結果

[不適切な構造強度]
・打上げ荷重及びクルー荷重に対して安全係数(打上げフェーズ：降伏1.5,終極

1.875,軌道上フェーズ：降伏1.25,終極2.0)を有する構造設計。
・使用しない時はソフトバッグに入れて保管する（運用制御）

・強度解析により確認
・運用制御合意文書の確認 注)

[不適切な材料選定]
ISS要求を満たす材料を使用する 材料リスト(MIUL)の審査及び承認

[材料の疲労]
ISS要求に基づいたフラクチャコントロールを行う フラクチャコントロール計画及び結果の承認

[不適切な締結具の使用]
認定/標準締結具を使用する 締結具管理計画、認証の確認

[締結具の緩み]
緩み止め付きの締結具を使用する、締結具のトルク管理を行う（運用制御）

製造記録の確認、運用制御合意文書の確認

[不適切な組立て]
組立工程の管理を行う

組立工程管理、製造記録の確認

注) 運用制御合意文書：運用制御内容を装置開発担当部門から手順書を作成する運用部門に申し送るための文書

多目的実験ラックのワークボリューム

(沸騰二相流実験装置搭載後)
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4.3 特別な制御方法で検証した事項
UNQ-TPF-03／電力系の損傷

【想定されるハザード】： カタストロフィックハザード（ISS、「きぼう」の損傷／搭乗員の死傷）

・ 不適切な保護回路や電線を使用することにより電気回路のショート時に電線が過加熱し火災が生じる。また、

電線や上流の電力分配器を損傷させる。

制御 検証結果

[不適切な保護回路／電線設計]
・ISS要求に従った電気設計(適切な電線サイジングの選定や保護回路の設定等）

・ISS要求に従った導通・絶縁、接地設計を行う

・ディレーティング解析
・フライト品検査
・導通・絶縁試験

【制御方法、検証方法】

保護回路 負荷

仮に負荷側でショート故障が発生しても、電線の許容電流以下で
保護回路が働き、負荷側への電流を遮断する設計としている。

電源
電線

電力系設計の一部

保
護
回
路
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４.3 特別な制御方法で検証した事項
UNQ-TPF-04／圧力ｼｽﾃﾑの破裂

【想定されるハザード】： カタストロフィックハザード（圧力系の破裂によるISS、「きぼう」の損傷／搭乗員の死傷）

・ 圧力系統の破裂によりISSや「きぼう」が損傷する。また、搭乗員に破片が衝突し、死傷に至る

制御 検証結果

[原因①②]

・冗長のサーモスタットにより温度異常を検知しヒータ電源を遮断

・アキュムレータによる圧力調整

・機能試験による動作確認を行った

・最大設計圧力解析(MDP)、フライト品検査を実施した

[原因③④]

・最大設計圧力(MDP)に対してISS共通の安全率を有する構造設計

・チェックバルブ（冗長系）による圧力調整

・マニュアルバルブの開閉確認を行う（運用制御）

・配管系統は、最大設計圧力の2.5～4倍、ガラス管は3.0倍の強度に耐
えることを強度解析により検証した

・最大設計圧力(MDP)解析、機能試験を実施した

・運用制御合意文書の確認を行った

【制御方法、検証方法】

原因①：過加熱
原因②：流体の流速低下(ポンプ異常)

原因③：流体の流速上昇(ポンプ異常)
原因④：異物/バルブ誤操作によるつまり

観察部

金属伝熱管
(含むサーモスタット×3)

透明伝熱管

観察部 発生蒸気による圧力上昇
により圧力系統が破裂

ポンプの吐出圧により
圧力系統が破裂(×3) (含むサーモ

スタット×3)

注) 運用制御合意文書：運用制御内容を装置開発担当部門から手順書を作成する運用部門に申し送るための文書
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4.3 特別な制御方法で検証した事項
UNQ-TPF-05／密閉容器の構造破壊

【想定されるハザード】： カタストロフィックハザード（搭乗員の死傷）

透明伝熱管が破損することにより、搭乗員が意図しない接触をして死傷に至る。

【制御方法、検証方法】

透明伝熱管テストセクションは危険材料であるガラス管を封入

ている。また、構体の一部はポリカーボネイト製である。

透明伝熱管

(密閉容器)

制御 検証結果

[不適切な構造強度]
打上げ荷重に対して安全係数(打上げフェーズ：降伏1.5, 終極1.875)、最大設計圧力
(MDP)に対して安全率1.5を有する構造設計を行う

強度解析、振動試験、構造解析、プルーフ試験により
確認

[不適切な材料選定]
ISS要求を満たす材料を使用する 材料リスト(MIUL)の審査及び承認

[材料の疲労]
ISS要求に基づいたフラクチャコントロールを行う フラクチャコントロール計画及び結果の承認

[不適切な締結具の使用]
適切な（認定、標準）締結具を使用する

締結具管理計画、認証の確認

[締結具の緩み] 緩み止め付きの締結具を使用する 製造記録の確認

[不適切な組立て] 組立工程の管理を行う 組立工程管理、製造記録の確認
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4.3 特別な制御方法で検証した事項
UNQ-TPF-06／毒性物質の漏洩

【想定されるハザード】： カタストロフィックハザード（搭乗員の死傷）
試験流体であるパーフルオロヘキサンが過加熱により毒性物質を生成し、これが漏洩した場合に搭乗員が死傷
に至る。

【制御方法、検証方法】

ハザード原因 制御 検証結果

①試験流体の

過加熱による

毒性物質生成

予熱器/金属伝熱管ヒータによる

過加熱

3つの独立したサーモスタットで異常温度

(150℃)を検知し、ヒータを遮断する

・図面確認、機能試験を行った

・フライト品検査を実施した

透明伝熱管ヒータによる過加熱 ヒータの通電部(金属薄膜)は600℃より

低い温度で断線する

・図面及び製造記録の確認、検証試験、

フライト品検査を実施した

②試験流体の漏洩によるISSの活性炭フィルタへの影響

（詰まり）

・2重Oリング又は金属シールによる封入

・テストループに試験流体を適量入れる

・図面確認、リーク試験を行った

・フライト品検査を実施した

多目的
実験ラック

沸騰
二相流
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５．結論

1. 各フェーズにおける有人安全審査会において、ハザードの識別、制御方法の設
定、検証結果を審査し、安全解析が適切に実施されていることを確認した。

2. 各フェーズにおける有人安全審査会の結果を安全審査委員会で審議し、了承
された。

3. 「国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」(JEM)に係る安全対策の評価の
ための基本指針」に対するTPFの安全検証結果を付表-1に示す。TPFは本基
本指針に適合していることを確認した。

以上により、JAXAは「沸騰二相流実験装置 (TPF)」が安全要求を満足している
と判断し、安全審査を完了した。
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添付資料

添付１ ：適用文書及び審査文書

添付２ ：流体系統図

添付３ ：審査経緯

添付４ ：略語集

付表-1 ：「国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」(JEM)に

係る安全対策の評価のための基本指針」に対する安全検証結果
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（１）適用要求
• SSP 51700: Payload Safety Policy and Requirements for the 

International Space Station
• JMR-002: ロケットペイロード安全標準

（２）審査文書
• 67C-Y-2015-277B: Two Phase Flow Flight Safety 

Assessment Report for Phase 3

添付１. 適用文書及び審査文書
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添付２. 流体系統図

1 ポンプ
2 流量計
3 予熱器（加熱部 5×240 mm）
4 金属伝熱管（加熱部 368mm）
5   透明伝熱管（加熱部 50＋50＋5mm)
6 観察部
7 凝縮器
8 アキュムレータ

マニュアルバルブ
チェックバルブ

圧力計
差圧計
熱電対

サーモスタット
高速度カメラ
CCDカメラ
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INOUT

DP

DP

ループ配管内径 4 mm
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添付３．審査経緯

No. 対象フェーズ 指摘事項 対応

1
有人安全審査会

フェーズⅠ

試験流体であるパーフルオロヘキ
サンは、高温（600℃以上）になると
毒性物質を生成する。

該当部にサーモスタットを設置し、過
加熱を防ぐ設計とした。
（詳細は、UNQ-TPF-06を参照）

2
有人安全審査会

フェーズⅠ

試験流体であるパーフルオロヘキ
サンが漏えいした場合、ISSの環境
制御系に影響を 及ぼす。（活性炭

フィルタを詰まらせる。）

試験流体の漏洩を防ぐため、2重Oリ
ング及び金属シールで封入する設計
とした。
（詳細は、UNQ-TPF-06を参照）

3
安全審査委員会

フェーズII
安全管理体制における役割分担の
明確化

安全管理体制図を修正した。

有人安全審査会及び安全審査委員会における主な議論
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添付４. 略語集

略語 正式名称 和訳

EMC Electro Magnetic Compatibility 電磁適合性

FMEA Failure Mode and Effect Analysis 故障モード及び影響解析

FTA Fault Tree Analysis 故障の木解析

ISS International Space Station 国際宇宙ステーション

JEM Japanese Experiment Module 日本実験棟

MDP Maximum Design Pressure 最大設計圧力

MIUL Material Identification and Usage List 材料使用リスト

MSPR Multi-purpose Small Payload Rack 多目的実験ラック

SEA Small Experiment Area 小規模実験エリア

S&MA Safety and Mission Assurance 安全及びミッション保証

TPF Two Phase Flow 沸騰二相流実験装置

WV Work Volume ワークボリューム



資料 30-3-1 付録 1  付表-1 基本指針に対する安全検証結果 （1/10） 

付- 1 

JEM 基本指針 【参考】国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの日本の実験棟(JEM)の安全設計について(報告) 沸騰・二相流 実験供試体(TPF) 安全検証結果 

3.基本的な考え方 
  JEM の安全確保のため､以下の基本的な考え方に従って十
分な安全対策を 講じ､ﾘｽｸを可能な限り小さくすることとする 

1.基本的考え方 1.基本的考え方 
(ﾊｻﾞｰﾄﾞ制御の基本となるもの) 

(1)安全確保の対象 
   宇宙ｽﾃｰｼｮﾝは､人間をその構成要素として含むｼｽﾃﾑであ
り､搭乗員の死傷を未然に防止するため､安全確保を図ることと
する｡ 
 

(1)安全確保の対象 
 JEM においては､以下に述べるとおり､直接搭乗員に被害を与えるﾊｻﾞｰﾄﾞ(事故をもたらす要因が
顕在又は潜在する状態)及び安全に関わるｼｽﾃﾑに被害を与えることにより間接的に搭乗員に被害
を与えるﾊｻﾞｰﾄﾞが考慮され､搭乗員の死傷を未然に防止するための安全確保が図られている｡ 

一般的事項 

（左記のとおり実施している） 

(2)安全確保の方法 
   JEM の開発及び運用においては､すべてのﾊｻﾞｰﾄﾞを識別し､
以下の優先順位に従ってﾊｻﾞｰﾄﾞを制御し､残存ﾊｻﾞｰﾄﾞのﾘｽｸを
評価することとする｡ 
   
ｱ ﾊｻﾞｰﾄﾞの除去 
  ﾊｻﾞｰﾄﾞについては､可能な限り除去する｡ 
ｲ ﾘｽｸの最小化設計 
  故障許容設計､適切な部品･材料の選定等により､ﾘｽｸが最小
となるようにする｡ 
ｳ 安全装置 
  異常が発生したとしても被害を最小限にするように､安全装置
を付加する｡ 
ｴ 警報･非常設備等 
  異常が発生した場合には､警報が作動し､また､万一緊急の措
置を要す事態に至った場合には､緊急警報が作動して､搭乗員
に異常を知らせる｡ 
  さらに､異常の発生に備えて､非常設備及び防護具を備える｡ 
ｵ 運用手順 
 ﾘｽｸが最小となるような運用手順を整備する｡ 
ｶ 保全 
  適切な予防保全により､異常の発生頻度を小さくする｡ 
 

(2)安全確保の方法 
 JEM においては､有人活動の特殊性を配慮して安全設計を行うことを基本的考え方とし､次のとお
り､ﾊｻﾞｰﾄﾞを識別し､優先順位に従い､ﾊｻﾞｰﾄﾞの制御､残存ﾊｻﾞｰﾄﾞのﾘｽｸ評価が行われている｡ 
 
ｱ ﾊｻﾞｰﾄﾞの識別 
 対象となるｼｽﾃﾑ及びその運用について､ﾊｰﾄﾞｳｪｱ､ｿﾌﾄｳｪｱ､運用･誤動作等のﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ､ｲﾝﾀｰﾌ
ｪｰｽ､環境条件等を考慮して､予測可能なすべてのﾊｻﾞｰﾄﾞ及びその原因が故障の木解析(FTA)･故
障ﾓｰﾄﾞ影響解析(FMEA)を活用した安全解析により識別されている｡ 
 
ｲ ﾊｻﾞｰﾄﾞの除去･制御 
 ﾊｻﾞｰﾄﾞについては可能な限り除去するが､困難な場合には､①ﾘｽｸ低減設計､②安全装置､③警
報･非常設備等､④運用手順､⑤保全の優先順位でﾊｻﾞｰﾄﾞの制御が行われる｡ 
 
 設定されたﾊｻﾞｰﾄﾞ制御の有効性は､①試験､②解析､③検査､④ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝのいずれか､あるい
は組み合わせによって確認される｡ 
 
ｳ 残存ﾊｻﾞｰﾄﾞのﾘｽｸ評価 
 残存ﾊｻﾞｰﾄﾞのﾘｽｸは､被害の度合い及び発生頻度のﾏﾄﾘｸｽで評価され､十分低いﾚﾍﾞﾙに制御され
ていることが確認される｡ 

一般的事項 

（左記のとおり実施している） 

 

 

 

 

 

(3)有人活動の特殊性への配慮 
 JEM は､自然環境及び誘導環境から搭乗員及び安全に関わる
機器を保護するために､十分な構造上の強度､寿命等を有する
とともに､安全に関わるｼｽﾃﾑの故障(誤操作を含む｡)に対する
適切な許容度の確保､容易な保全等ができるようにする｡ 
 また､火災､爆発､危険物等による異常の発生の防止並びに外
傷､火傷､感電等の傷害及び疾病の発生の防止を図るとともに､
緊急対策に十分配慮する｡ 
 

 一般的事項 
（左記のとおり実施している） 
 
 
 
 
 

4.宇宙環境対策 
  JEM は､宇宙における自然環境並びに打上げ時及び軌道上
における誘導環境から搭乗員及び安全に関わるｼｽﾃﾑが保護さ
れるようにしなければならない｡このため､以下のような対策を講
じる必要がある｡ 
 

2.宇宙環境対策 
 JEM は､宇宙における自然環境並びに打上げ時及び軌道上における誘導環境から搭乗員及び安
全に関するｼｽﾃﾑを保護するため､以下の対策が講じられている｡ 

2．宇宙環境対策 
TPF は、宇宙における自然環境並びに打上げ時及び軌道上における誘導環境から搭乗員及

び安全に関するｼｽﾃﾑを保護するため、以下の対策が講じられている。 
 
 
 

(1)自然環境からの保護 
 ｱ 隕石･ｽﾍﾟｰｽﾃﾞﾌﾞﾘ 
  隕石･ｽﾍﾟｰｽﾃﾞﾌﾞﾘの衝突により､JEM の安全に関わるｼｽﾃﾑ
が損傷し､搭乗員が危険な状態とならないよう､可能な限り防御
すること｡ 
  なお､万一隕石･ｽﾍﾟｰｽﾃﾞﾌﾞﾘが JEM に衝突した場合には､
JEM から宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ本体等への退避により､搭乗員の安全確
保を図ること｡ 
   
 

(1)自然環境からの保護 
ｱ ﾒﾃｵﾛｲﾄﾞ､ｽﾍﾟｰｽﾃﾞﾌﾞﾘ 
 ﾒﾃｵﾛｲﾄﾞ(流星物質)､ｽﾍﾟｰｽﾃﾞﾌﾞﾘ(宇宙機ｼｽﾃﾑから発生する人工物体)(以下｢ﾃﾞﾌﾞﾘ｣という｡)の衝
突により､JEM の安全に関わるｼｽﾃﾑが損傷し､搭乗員が危険な状態とならないよう､次のとおり可
能な限りの防御対策がとられている｡ 
 
(注)ISS では､安全上重要な与圧ﾓｼﾞｭｰﾙ(船内実験室､船内保管室)の構造については､全体で配慮
する必要があるので､ﾃﾞﾌﾞﾘ衝突時にﾓｼﾞｭｰﾙ壁を貫通しない確率(非貫通確率:PNP､Probability of 
No Penetration)が規定されており､JEM の与圧部(船内実験室)と補給部与圧区(船内保管室)とを合
わせた PNP 要求値は､0.9738/10 年となっている｡ 
 
①直径 1cm 以下のﾃﾞﾌﾞﾘ 
 ｽﾀｯﾌｨﾝｸﾞ入りﾊﾞﾝﾊﾟ(米国NASAで提案されたｾﾗﾐｯｸ材/炭素複合材料(Nextel/Kevlar)からなるｽﾀｯ
ﾌｨﾝｸﾞ(充填材)を外側ﾊﾞﾝﾊﾟと与圧壁の間に設置したﾊﾞﾝﾊﾟ)による貫通防御対策が実施されている｡ 
 
②直径 10cm 以上のﾃﾞﾌﾞﾘ 
 事前に地上観測結果を使用して､ﾃﾞﾌﾞﾘの存在･軌道要素を把握し､衝突の危険性がある場合は､
ISS の軌道制御により衝突回避する｡ 
 
③直径 1~10cm のﾃﾞﾌﾞﾘ 
 衝突により与圧ﾓｼﾞｭｰﾙ(船内実験室､船内保管室)をﾃﾞﾌﾞﾘが貫通した場合､搭乗員は隣のｽﾃｰｼｮﾝ
本体側ﾓｼﾞｭｰﾙに退避しﾊｯﾁを閉めることとしている｡ﾃﾞﾌﾞﾘ貫通による与圧ﾓｼﾞｭｰﾙ(船内実験室､船
内保管室)損傷直径とｽﾃｰｼｮﾝの与圧ﾓｼﾞｭｰﾙ(船内実験室､船内保管室)全体の減圧時間の関係は
別表(略)に示すとおりである｡ 
 
 なお､現在､直径 10cm 以下のﾃﾞﾌﾞﾘについても認識できるよう､地上観測能力の向上､ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ充
実に向けて努力がなされており､ISS/JEM 運用までに､国際的協力の下､ﾃﾞﾌﾞﾘによる搭乗員の危険
を低下させることが期待されている｡ 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 

(1)自然環境からの保護 
TPF は与圧部にて使用されるため、適用外とする。 
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付- 2 

JEM 基本指針 【参考】国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの日本の実験棟(JEM)の安全設計について(報告) 沸騰・二相流 実験供試体(TPF) 安全検証結果 

NASDA-1JA/1J-0009 隕石/ﾃﾞﾌﾞﾘとの衝突 
 

ｲ 宇宙放射線 
  JEM の安全に関わる機器は､放射線による誤動作､故障及び
性能劣化を可能な限り生じないこと｡ 
  また､搭乗員が搭乗期間中に受ける放射線の被曝量をﾓﾆﾀｰ
すること｡ 
  

ｲ 宇宙放射線 
  
ISSが運用される高度約400km､軌道傾斜角51.6度の軌道においては､機器及び搭乗員は､太陽系
外から飛来し鉄等の重粒子成分を含む銀河宇宙線､太陽ﾌﾚｱｰで発生する太陽放射線､地球磁気
圏に定常的に捕捉されている捕捉放射線により被ばくする｡ 
 このため､JEM の安全に関わる機器については､これらの放射線による誤動作､故障及び性能劣
化を生じないよう､耐放射線部品､放射線ｼｰﾙﾄﾞ､ｿﾌﾄｳｪｱ改善(ｴﾗｰ検出訂正等)等､可能な限りの対
策を講じ､JEM としての耐放射線性が評価･確認されている｡ 
 また､与圧ﾓｼﾞｭｰﾙ(船内実験室､船内保管室)内の搭乗員については､ISS では造血器官(深さ 5cm
の線量当量)に対する被ばくが年間 400mSv(40rem)を越えないことが設計要求とされている｡ 
 JEM の与圧部(船内実験室)･補給部与圧区(船内保管室)は､外壁にｱﾙﾐを使用し､外壁の外側に
はｱﾙﾐ製のﾃﾞﾌﾞﾘｼｰﾙﾄﾞ､多層断熱材が設置され､また､与圧部(船内実験室)内の外壁内側には機器
を搭載したﾗｯｸ､艤装品が設置され､放射線の遮蔽に寄与している｡ 
 これらの対策により､与圧部(船内実験室)･補給部与圧区(船内保管室)内の搭乗員に対する被ば
く量は､ISS 設計要求値内に抑えられることが解析により確認されている｡ 
 なお､運用に当たっては､太陽ﾌﾚｱ等の突発的な現象に備え､太陽活動の観測や ISS 船内･船外に
おける宇宙放射線計測を実施し､搭乗員の被ばく量を定常的に把握する計画となっている｡ 
 さらに､搭乗員個人の被ばく量を計測･記録し､宇宙放射線被ばくのﾘｽｸを耐容･容認可能なﾚﾍﾞﾙ
に保つため､搭乗期間及び船外活動(EVA)の期間を適切に管理することにより､生涯に受ける総被
ばく量及び一定期間内に受ける臓器･組織の被ばく量を制限する計画となっている｡ 
 今後は､銀河宇宙線に含まれる鉄等重粒子ｲｵﾝ被ばくや､その外壁等におけるﾌﾗｸﾞﾒﾝﾃｰｼｮﾝ等に
よる 2 次放射線被ばくの影響､人体内の臓器毎の線量の評価方法等についても研究が進められる
予定となっている｡ 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
NASDA-1JA/1J-0020  過度の電離放射線(JEM 隔壁による制御) 
 

ｲ 宇宙放射線 
TPF として検証する必要がある事項は、TPF の部品材料に対する耐放射線性である。 
TPF を構成する部品及び材料のうち、放射線の影響が懸念されるものについては、放射線による

誤動作、故障及び性能劣化を生じないよう、適切なシールドの設置、放射線照射試験による耐性確
認、トータルドーズ及びシングルイベントに対する解析評価等、可能な限りの対策を講じ、TPF として
の耐放射線性が、評価・確認されている。 

 ｳ 高真空､微小重力等 
  JEM は､高真空､微小重力､電磁波､ﾌﾟﾗｽﾞﾏ､高温･低温､原子
状酸素等の環境に対して､搭乗員の安全及び安全に関わる機
器の正常な動作を確保できること｡ 
  また､与圧部(船内実験室)に設置される安全に関わる機器
は､減圧に耐え､再加圧後正常に動作すること｡ 

 

ｳ 高真空､微小重力等 
①高真空 
  与圧部(船内実験室)･補給部与圧区(船内保管室)は､搭乗員が高真空の環境に曝されないよう､
ISS 本体側の全圧制御による内部圧力を維持する設計となっている｡ 
 曝露環境に設置される機器は､高真空に曝されるため､地上との気圧環境の差異を考慮した設計
とされており､環境試験により高真空下での耐環境性が確認されている｡(減圧･再加圧については､
6(3)参照｡) 
 

ｳ 高真空、微小重力等 
①高真空 

TPF は与圧部(船内実験室)にて使用されるため、高真空にさらされることはなく、適用外とする。 
 
 
 

 
 
 

②微小重力 
 微小重力下での､物体の浮遊による搭乗員への衝突や挟み込みを防止するため､JEM に持ち込
まれ又は取り外される機器は､仮置き時に拘束器具が取付け可能で､搭乗員による取り扱いの作
業手順が適切に設定されている｡ 
 また､微小重力下で搭乗員が作業を行う場合には､自身の足を固定できるよう､適切な箇所に足部
固定具が設置可能となっている｡ 

②微小重力  
TPF は、多目的実験ラックに搭載されて実験を行うため、組立て中の取り扱い作業手順を設定

する計画である。また、組立て中の仮置き等は計画されていない。 
 

 
 
 

③ﾌﾟﾗｽﾞﾏ 
  軌道上の太陽光線､高速荷電粒子の衝突により発生するﾌﾟﾗｽﾞﾏは､機器を帯電させ､機器の性
能劣化･故障を引き起こすおそれがあるため､機器･構造物･熱制御材等に対し電気的接地の確保･
帯電防止が行われている｡ 
 
 

③ﾌﾟﾗｽﾞﾏ 
TPF は与圧部(船内実験室)にて、使用されるため、適用外とする。 

 

 ④高温･低温 
 搭乗員が地上に比べて厳しい軌道上の熱環境に曝されないよう､与圧部(船内実験室)･補給部与
圧区(船内保管室)の内部では､JEM の環境制御機能により､搭乗員が軽装で活動できる温度環境
が提供される｡ 
 また､軌道上の熱環境により､機器の性能劣化･故障が生じないよう､打上げから全運用範囲にわ
たって､各機器の温度を許容温度範囲に保つため､多層断熱材による保温､冷却ﾙｰﾌﾟによる冷却､ﾋ
ｰﾀによる加熱等の対策が講じられている｡ 
 
参考:(JEMｼｽﾃﾑでの制御方法) 
搭乗員が地上に比べて厳しい軌道上の熱環境に曝されないよう､船内実験室･船内保管室の内部
では､JEMの2台の空気調和装置等の環境制御機能により､搭乗員が軽装で活動できる温度環境
が提供でることを､受入試験にて確認している｡ 
 宇宙空間との熱の授受､最低･最高温度等を解析により､多層断熱材による保温､冷却ﾙｰﾌﾟによ
る冷却､ﾋｰﾀによる過熱等の対策が､十分であることを検証した｡なお､与圧部(船内実験室)につい
ては､要素試験により､また､補給部与圧区(船内保管室)については､実機の熱平衡試験を実施し､
予測温度を検証している｡ 
 

④高温・低温 
TPF は、軌道上の熱環境により､機器の性能劣化･故障が生じないこと、また船内活動搭乗員が

許容できる外表面温度（0～45℃）以下であること、或いは許容できる熱伝導率であることを保証す
るめ、冷却ループによる冷却､ﾋｰﾀによる加熱時の対策が十分なことを熱解析により確認している｡ 
 
 

 ⑤酸素原子 
 紫外線により解離生成される酸素原子は､有機材料･金属の表面の材料特性を変化させるため､
影響を受ける部分に対しては､適切な材料の選定､表面処理､多層断熱材等による防護対策が講じ
られている｡ 
(電磁波については､(2)ｲ③(ｳ)参照) 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
NASDA-1JA/1J-0005  減圧 
NASDA-1JA/1J-0011, NASDA-2JA-0011  固定されていない機器との衝突(軌道上) 
NASDA-1JA/1J-0023  隔離/退避不能 
NASDA-1JA/1J-0026,NASDA-2JA-0026  不適切な船外活動(EVA)移動支援具 
 

⑤酸素原子 
TPF は与圧部にて使用されるため、適用外とする。 
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JEM 基本指針 【参考】国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの日本の実験棟(JEM)の安全設計について(報告) 沸騰・二相流 実験供試体(TPF) 安全検証結果 

NASDA-ICS-0011  固定されていない機器との衝突(軌道上) 
 

(2)誘導環境からの保護 
 

(2)誘導環境からの保護 (2)誘導環境からの保護 

  ｱ 打上げ時の誘導環境 
 構造及び安全に関わる機器は､打上げ時における振動､加速
度､音響､圧力等の誘導環境について､打上げ輸送機搭載時の諸
条件に耐えられること｡ 
   

ｱ 打上げ時の誘導環境 
 JEM の構造･機器は､打上げ時の誘導環境に基づいてｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ内の JEM の搭載位置に応じた
振動･加速度･音響･圧力等の諸条件に対して､構造破壊･劣化等を起こさないよう設計ﾏｰｼﾞﾝが確
保されている｡ 
 

ｱ 打上げ時等の誘導環境 
TPF は、打上げ時の誘導環境に基づいて HTV 内の搭載位置に応じた振動・加速度・音響・圧

力等の諸条件に対して、構造破壊・劣化等を起こさないよう、以下のように設計、検証されてい
る。詳細は 5 項に示す。 
・剛性設計 
・強度設計 
・疲労強度 
 

TPF にはﾍﾞﾝﾄホールを有する機器があるが、最大差圧に対する強度を持たせた設計として
いる。 

 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
 STD-TPF-03 通気口を有する圧力機器の破損 
UNQ-TPF-01 構造破壊 
UNQ-TPF-05 密閉容器の構造破壊 

ｲ 軌道上の誘導環境 
 (ｱ)雰囲気空気 
 酸素濃度､二酸化炭素濃度､一酸化炭素濃度､気圧等の環境
については､宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ本体の機能に依存するが､JEM にお
いても異常を搭乗員に知らせること｡ 
 また､搭乗員の安全に影響を及ぼさないよう､温度､湿度及び気
流を適切に制御するとともに､微生物及び微粒子を適切に除去
すること｡ 
   

ｲ 軌道上の誘導環境 
①雰囲気空気 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
NASDA-1JA/1J-0004  環境空気悪化(温度､湿度､空気組成) 

ｲ 軌道上の誘導環境 
①雰囲気空気 
 

 
 

 (ｱ)酸素等の濃度 
 JEM 内循環空気は､通常時､JEM と隣接するﾓｼﾞｭｰﾙ間に設置されたﾌｧﾝでの通風換気により ISS
本体に送られ､ISS 本体側で酸素分圧の制御､二酸化炭素･一酸化炭素等の除去が行われる｡ 
 これらの成分の監視は､ISS 本体において行われ､二酸化炭素･酸素分圧の異常等が検知された
場合､ISS 内に警告･警報が発せられ､JEM 内の搭乗員にも知らされる｡ 
 JEM においては､与圧部(船内実験室)では供給側と排出側に各々1 つのﾌｧﾝを設置しており､片側
が停止しても JEM と隣接するﾓｼﾞｭｰﾙ間の通風換気が可能な設計となっている｡補給部与圧区(船
内保管室)では 1 つの循環ﾌｧﾝで与圧部(船内実験室)と通風換気しており､ﾌｧﾝ停止時には与圧部
(船内実験室)に退避する｡ 
 なお､与圧部(船内実験室)･補給部与圧区(船内保管室)のﾌｧﾝの故障は検知することができ､ﾌｧﾝ
の停止等により搭乗員に危険が及ぶ場合は､隣接するﾓｼﾞｭｰﾙに退避する｡ 
 

(ｱ)酸素等の濃度 
 TPF に対しては該当機能がないため適用外とする。 
 
 

 (ｲ)気圧 
 軌道上運用で ISS の内圧は 1 気圧に維持され､平常時は ISS 本体から通風換気により JEM に空
気が送られ､JEM 内の圧力及び空気成分が制御される｡ 
 通常運用時､JEM と ISS 本体を隔てるﾊｯﾁは開放されており､JEM 内の急激な減圧は ISS 本体で
検知され､JEM 内に警告･警報される｡ 
 

(ｲ)気圧 
TPF に対しては該当機能がないため適用外とする｡ 

 
 

 (ｳ)温度､湿度 
 JEM の温湿度は､独立した 2 台の空気調和装置によって制御され､1 台が停止しても､他の 1 台の
運転により､温度･湿度を基準内に制御できる設計である(与圧部(船内実験室)内で温度
18.3~26.7℃､湿度 25~70%の範囲で設定可能)｡ 
 

(ｳ)温度、湿度 
 TPF に対しては該当機能がないため適用外とする。 
 
 

 (ｴ)気流等 
 JEM 内の搭乗員が滞在するｷｬﾋﾞﾝ内では､微小重力下において特定の場所に気体の滞留が生じ
ないよう､ﾌｧﾝ容量･回転数･ﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞ仕様(形状･吹き出し面積･方向･絞り量等)を最適化して人工
的に適切な空気流を発生させる｡ 
 なお､微粒子･微生物は､空気調和装置組み込みのﾌｨﾙﾀ機能により､除去される｡ 
 

(ｴ)気流等 
TPF に対しては該当機能がないため適用外とする。 

 
 
 

(ｲ)汚染 
 有害物質は､使用しないことを原則とするが､使用することが避
け難い場合は､搭乗員の安全に影響を与えないこと｡ 
 なお､一旦発生したものの低減は､宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ本体の機能に
依存するが､大量の有害物質が発生した場合には､一旦与圧部
(船内実験室)内の空気を JEM の外に排出すること｡ 
  

②汚染 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
NASDA -1JA/1J-003,  
NASDA-2JA-003 環境汚染空気 
 
NASDA-ICS-0003  環境空気汚染 

②汚染 
 
 
 

 (ｱ)有害物質の放出防止 
 JEM においては､ISS 計画で規定された選定基準に従って使用する材料が選定されており､有毒･
危険な化学物質･材料は使用されていない｡ 
 構造･内装･搭載機器等に使用される非金属からのｵﾌｶﾞｽについては､製造･試験段階で必要に応
じて部品･機器･ﾗｯｸﾚﾍﾞﾙで､真空環境下での加熱によるｶﾞｽ抜きが行われ､ｵﾌｶﾞｽ発生量を ISS で設
定される基準ﾚﾍﾞﾙ内に抑える｡ 
 

(ｱ)有害物質の放出防止 
TPF は構造･内装･搭載機器等に使用される非金属からのｵﾌｶﾞｽ発生量について、ISS で設定さ

れる基準ﾚﾍﾞﾙ内に抑えられていることを解析にて確認している。また、実験で使用するパーフルオ
ロヘキサンは外部に漏洩することがないよう封入している。 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
 UNQ-TPF-06 毒性物質の漏洩 

 (ｲ)制御 
 ISS 内では､搭乗員･実験動物からｱﾝﾓﾆｱ等の代謝生成物が放出されるため､ISS 本体において搭
乗員に影響を与えることが想定される放出物質の監視･警報発出･制御が行われる｡ 
 JEM の与圧部(船内実験室)内で汚染が発生し､緊急処置が必要となった場合､搭乗員は隣接する
ﾓｼﾞｭｰﾙに避難し､ﾊｯﾁを閉じる｡ 
 汚染を ISS 本体側で除去できない場合には､与圧部(船内実験室)内の空気を宇宙空間へ排出し
て汚染物質を除去する((3)軌道上環境の保全､6(1)ｳ汚染参照)｡ 

(ｲ)制御 
TPF に対しては該当機能がないため適用外とする。 
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JEM 基本指針 【参考】国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝの日本の実験棟(JEM)の安全設計について(報告) 沸騰・二相流 実験供試体(TPF) 安全検証結果 

 
 (ｳ)振動､音響､電磁波 
 JEM の機器が発生する振動､音響及び電磁波は､搭乗員及び
安全に関わる機器に影響を与えないこと｡ 
 また､安全に関わる機器は､宇宙ｽﾃｰｼｮﾝより発生するこれらの
環境に十分耐えられること｡ 
 
 

③振動､音響､電磁波 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
NASDA-1JA/1J-0025, NASDA-2JA-0025  電磁干渉による機器誤動作 
 
NASDA-ICS-0025  電磁干渉による機器誤動作 
NASDA-ICS-0027  電波放射 
 

③振動、音響、電磁波 
 

 
 
 

 (ｱ)振動 
 JEMｼｽﾃﾑの冷却水用ﾎﾟﾝﾌﾟ･真空排気用ﾎﾟﾝﾌﾟ･空調用ﾌｧﾝ等の各種回転機器から発生する振動
は､微小重力実験に影響を及ぼさないよう抑制されているため､人体･搭載機器に影響を与えるﾚﾍﾞ
ﾙではない｡ 
 ISS では､ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙのﾄﾞｯｷﾝｸﾞ､ISS の軌道変更等から加速度が生じるが､打上げ時の振動環境
に比べて小さく､搭乗員･JEM･搭載機器に影響を与えないと考えられる｡ 
 

(ｱ)振動 
TPF は、試料流体循環のためのポンプを 2 式有しているが、搭乗員及び安全に関わる機器に影

響を与えないことを試験にて確認している。 
 

 (ｲ)音響 
 振動と同様に､真空排気用ﾎﾟﾝﾌﾟ･空調用ﾌｧﾝ等の各種回転機器､空調ﾀﾞｸﾄ､ﾊﾞﾙﾌﾞ､ﾉｽﾞﾙから音響
が発生するが､ISS 計画では､搭乗員に快適な環境を提供できるよう､騒音に対する設計基準が設
定され､JEM にもこれを適用している｡ 
 

(ｲ)音響 
TPF は、試料流体循環のためのポンプを 2 式、高速度カメラ付属の換気ファンを 2 式有している

が、搭乗員に快適な環境を提供できる騒音に対する設計基準を満足していることを、試験にて確
認している。 

 (ｳ)電磁波 
 ISS の各機器､地上ﾚｰﾀﾞ､ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ､人工衛星等から電磁波が発生するが､ISS 計画では､電磁
干渉によって機器に誤動作等を引き起こさないよう､電磁波を生じる側と受ける側の双方に対して
規定が設けられている｡ 
 JEM にもこの規定が適用され､機器ﾚﾍﾞﾙからｼｽﾃﾑ全体にわたって､試験により電磁適合性(EMC)
が確認される｡ 
 

(ｳ)電磁波 
ISS 計画では、電磁干渉によって機器に誤動作等を引き起こさないよう、電磁波を生じる側と

受ける側の双方に対して規定が設けられている。 
TPF にもこの規定が適用され、電磁適合性（EMC）試験により、誤動作等の問題が無いことを

確認している。 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
STD-TPF-08 電磁適合性  

 
(3)軌道上環境等の保全 
 宇宙空間における不要な人工物体となるものの発生について
は､合理的に可能な限り抑制するように考慮すること｡このため
原則として､固体の廃棄物及び短期間に気化しない液体の廃棄
物を軌道上に投棄しないこと｡ 

3)軌道上環境等の保全 
 ｽﾍﾟｰｽﾃﾞﾌﾞﾘの発生は ISS に対するﾊｻﾞｰﾄﾞとなるため､JEM は､構成要素･軌道上交換ﾕﾆｯﾄ等の機
器を不意に放出せず､固体の廃棄物及び短期間に気化しない液体の廃棄物を軌道上に投棄しな
いよう設計されている｡ 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
NASDA-1JA/1J-0011 NASDA-2JA-0011 固定されていない機器との衝突(軌道上) 
NASDA-ICS-0011  固定されていない機器との衝突(軌道上) 
 

(3)軌道上環境等の保全 
TPF は軌道上で放出しなければならない固体または液体の廃棄物を持たない。 

 

5.構造 
  JEM の構造は､搭乗員及び搭載機器を宇宙環境から保護す
るとともに､安全に支持するため､十分な余裕度をもって設計･開
発されなければならない｡ 
 このため､以下のような対策を講じる必要がある｡ 
 

3.構造 
 搭乗員･搭載機器を宇宙環境から保護し､ 安全に支持するため､JEM の構造には､以下のような
対策が講じられている｡ 
 

3.構造 
搭乗員・搭載機器を宇宙環境から保護し､ 安全に支持するため、JEM の搭載機器である TPF の
構造には、以下のような対策が講じられていることを検証している。 

(1)設計 
 不測の事態において一つの構造部材が損傷しても､搭乗員を
危険な状態に陥らせないこと｡ 
 また､圧力容器(与圧部(船内実験室)構造体及び補給部与圧
区(船内保管室)構造体を含む｡)は､ﾘｰｸﾋﾞﾌｫｱﾗﾌﾟﾁｬ又は安全寿
命設計であること｡ 
 
 
 
 
 
 

(1)設計 
ｱ 構造設計 
 
①飛行荷重 
 打上げ･軌道上･帰還･着陸等の定常運用における全ての荷重ﾓｰﾄﾞに対し十分な剛性･静強度･疲
労強度を持つよう設計され､その結果は解析及び強度試験によって検証され､十分な安全性を持つ
ことが確認されている｡ 
 
②構造損傷 
 搭乗員の過失等の不測の原因により JEM の構成機器･ﾊﾟﾈﾙ等に構造損傷が生じた場合にも､
JEM･搭乗員が直ちに危険な状態に陥ることのないよう､残りの構造で制限荷重まで耐える設計と
なっている｡ 
 

(1)設計 
ｱ 構造設計 
具体的な設計内容は(2)剛性・強度の項に示す。 

 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ>  
UNQ-TPF-01 構造破壊 
UNQ-TPF-05 密閉容器の構造破壊 

 
 
 
 
 

ｲ 圧力容器の設計 
 与圧部(船内実験室)･補給部与圧区(船内保管室)構造を含む圧力容器は､破裂の危険性に対し
十分な安全性を確保するため､次の対応が取られている｡ 
 
①最大設計圧力(MDP:SMILESmum Design Pressure) 
 JEM は､MDP(ｶﾞｽの漏洩､圧力ﾘﾘｰﾌ機能損失等､圧力上昇の原因として考えられる故障が 2 重に
発生した時の最大の圧力)に安全率を掛けた圧力に対し､必要十分な強度を持たせた設計とされて
いる｡(安全率については(2)剛性･強度参照｡) 
②ﾘｰｸﾋﾞﾌｫｱﾗﾌﾟﾁｬ 
 破壊靱性値の高い材料と運用圧力における適切な応力を選ぶことにより､ﾘｰｸﾋﾞﾌｫｱﾗﾌﾟﾁｬ設計
(容器に許容値を超える長さの亀裂が発生した場合でも､亀裂が貫通してﾘｰｸが発生することで圧
力を下げ､破裂を起こさない設計)としている｡ 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
NASDA-1JA/1J-0006  与圧部(船内実験室)の破裂 
NASDA-1JA/1J-0007 NASDA-2JA-0007  圧力ｼｽﾃﾑの破裂 
NASDA-1JA/1J-0008  負圧による構造破壊 
NASDA-1JA/1J-0010  NASDA-2JA-0010 打上げ/上昇/下降時の荷重による構造破壊 
NASDA-1JA/1J-0024 NASDA-2JA-0024 軌道上での荷重による構造破壊 
 

ｲ 圧力容器の設計 
 

① 最大設計圧力（MDP：Maximum Design Pressure） 
TPF は、MDP（圧力ﾘﾘｰﾌ機能損失等、圧力上昇の原因として考えられる故障が 2 重に発生し

た時の最大の圧力）に対し、配管・継ぎ手部に対しては終極安全係数 4.0、その他機器に対して
は終極安全係数 2.5 の安全率を適用した設計としている。また、MDP の 1.5 倍の圧力による耐圧
試験により検証している。 

 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ>  
UNQ-TPF-04 圧力ｼｽﾃﾑの破裂 
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NASDA-ICS-0007  圧力ｼｽﾃﾑの破裂 
NASDA-ICS-0010  打上げ/上昇/下降時の荷重による構造破壊 
NASDA-0024  軌道上での荷重による構造破壊 
 

(2)剛性及び強度 
  ｱ 剛性 
 JEM の構造は､打上げ時及び軌道上において想定される環境
条件の下で､有害な変形を生じないこと｡ 
 また､打上げ輸送機搭載時に要求される最低振動数要求を満足
すること｡ 
   
 
 

(2)剛性･強度 
ｱ 剛性 
①有害な変形の防止 
 JEM には､ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙによる打上げ･着陸荷重と ISS のﾘﾌﾞｰｽﾄ､ﾄﾞｯｷﾝｸﾞ等による軌道上荷重が負
荷されるため､運用中の最大荷重に対し､次の剛性を持つよう設計されている｡ 
(ｱ)複合した環境条件の下で､結合部を含め構造物に有害な変形が生じない 
(ｲ)変形によって構体の隣接部品間等の接触･干渉を生じない 
 
②有害な共振の防止 
 打上げ･着陸時､軌道上運用時において､JEMとｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ､JEMとISS間での共振により､過大な
荷重が加わり､有害な変形･破壊を起こすことのないに設計されている｡ 
 

(2)剛性・強度 
ｱ 剛性 

TPF は、打上げ荷重、軌道上荷重に対して十分な剛性を持つことを解析により検証している。 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ>  
UNQ-TPF-01 構造破壊 
UNQ-TPF-05 密閉容器の構造破壊 
 
 

ｲ 静荷重強度 
 JEM の構造は､打上げ時及び軌道上において想定される最大
の荷重に対して､十分な強度を有すること｡ 
  

ｲ 静荷重強度 
 JEM の構造は､JEM 飛行運用中の打上げ･着陸荷重､軌道上荷重の中で予想最大荷重である制
限荷重に安全率(降伏･終極安全率)を乗じた降伏･終極荷重に対し､温度等を複合した環境条件の
下で降伏･破壊を生じないよう設計されている｡ 
 

ｲ 静荷重強度 
TPF は、打上時静荷重の影響を解析により評価を行い、構造強度が十分な安全余裕を有して

いることを確認した。また、軌道上静荷重に対する構造強度の評価として、安全率を打上げフェ
ーズ：降伏 1.5, 終極 1.875, 軌道上フェーズ：降伏 1.25, 終極 2.0 として解析による検証を行った。 

 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ>  
UNQ-TPF-01 構造破壊 
UNQ-TPF-05 密閉容器の構造破壊 

 ｳ 疲労強度 
 JEM の構造は､長期の運用に対して､十分な疲労寿命を有する
か､又は疲労寿命に対する十分な余裕をもって交換できること｡ 

ｳ 疲労強度 ｳ 疲労強度 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ>  
UNQ-TPF-01 構造破壊 

 ①寿命 
 JEM の計画運用期間は 10 年であるが､運用期間が延長された場合も考慮し､JEM の構造の設計
寿命は､15 年と設定されている｡ 
 JEM の構造には安全寿命設計が適用され､機械的･熱的負荷ｻｲｸﾙに安全率を乗じた負荷ｻｲｸﾙ
を受けても構造破壊が生じないよう設計されている｡ 
 

①寿命 
TPF の設計寿命は、地上保管最大 1 年、軌道上運用 3 か月と設定している。 
 

 

 ②安全率 
ISS全体に対して寿命安全率4.0 が共通要求事項であり､JEMにもこの要求事項を適用している｡ 
 
 

②安全率 
TPF の構造には安全寿命設計が適用され、機械的・熱的負荷サイクルにＩＳＳの規定である安

全率４．０を乗じた負荷サイクルを受けても構造破壊が生じないよう設計した。 

 ③疲労寿命の確認 
 その破損が､ｽﾍﾟｰｽｼｬﾄﾙ･ISS･JEM･搭乗員に重大な影響を与える JEM の構造要素(ﾌﾗｸﾁｬ･ｸﾘﾃｨ
ｶﾙ･ｱｲﾃﾑ)は､非破壊検査を実施し､欠陥が許容される範囲内であることを確認することとなってい
る｡ 
 

③疲労寿命の確認 
TPF では、その破損が HTV/ISS/JEM/搭乗員に重大な影響を与える構造要素(ﾌﾗｸﾁｬ･ｸﾘﾃｨｶ

ﾙ･ｱｲﾃﾑ)は、非破壊検査及び亀裂進展解析を実施し、欠陥が許容できる範囲内であることを確
認した。 

(3)構成材料 
 構成材料については､可燃性､臭気･有害ｶﾞｽ発生､腐食､応力
腐食割れ等の特性を十分考慮して使用すること｡ 
 

(3)構成材料 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
NASDA-1JA/1J-0001 NASDA-2JA-0001 火災 
NASDA-1JA/1J-0003 NASDA-2JA-0003 環境空気汚染 
NASDA-1JA/1J-0007 NASDA-2JA-0007 圧力ｼｽﾃﾑの破裂 
NASDA-1JA/1J-0010 NASDA-2JA-0010 打上げ/上昇/下降時の荷重による構造破壊 
NASDA-1JA/1J-0024 NASDA-2JA-0024 軌道上での荷重による構造破壊 
 
NASDA-ICS-0001  火災 
NASDA-ICS-0003  環境空気汚染 
NASDA-ICS-0007  圧力ｼｽﾃﾑの破裂 
NASDA-ICS-0010  打上げ/上昇/下降時の荷重による構造破壊 
NASDA-ICS-0024  軌道上での荷重による構造破壊 
 

(3)構成材料 
 
 

 ｱ 可燃性･ｶﾞｽ発生に対する考慮 
 火災防止､搭乗員の健康障害防止のため､与圧部(船内実験室)内の非金属材料には不燃性･難
燃性で､ｶﾞｽの発生が極めて少ない材料が使用されている｡ 

ｱ 可燃性・ｶﾞｽ発生に対する考慮 
火災防止､搭乗員の健康障害防止のため､TPF の非金属材料には不燃性･難燃性で､ｶﾞｽの発

生が極めて少ない材料が使用されていることを確認している。 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ>  
STD-TPF-06 火災（可燃性物質の使用) 
STD-TPF-07 船内空気の汚染（使用材料からのオフガス） 

 
 ｲ 破壊靱性に対する考慮 

 ﾃﾞﾌﾞﾘの衝突等によって不測の損傷を受けた場合でも致命的破壊に至らないよう､与圧部(船内実
験室)外壁等は高い破壊靱性値を持つ構造部材が使用されている｡ 

ｲ 破壊靱性に対する考慮 
 TPF は、疲労強度が運用寿命に対して、4 倍の安全が確保されていることを解析にて、確認して
いる。 
 

 ｳ その他の材料特性 
 宇宙環境と有人活動という特殊な条件の中で､材料劣化を防止するため､耐腐食性･耐応力腐食
性･耐電食性等を考慮して JEM 構造材料が選定されている｡ 

ｳ その他の材料特性 
 宇宙環境と有人活動という特殊な条件の中で、材料劣化を防止するため、耐腐食性・耐応力腐
食性・耐電食性等を考慮して、過去の実績のある材料から選定するか、適切な表面処理をするこ
と等の基準に従って、TPF の構造材料が選定されていることを確認している。 

 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ>  
UNQ-TPF-01 構造破壊 
UNQ-TPF-05 密閉容器の構造破壊 
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6.安全･開発保証 
 搭乗員の安全に影響を及ぼすｼｽﾃﾑについては､安全性並び
に安全性を確保するための信頼性､保全性及び品質保証を十
分考慮しなければならない｡このため､以下のような対策を講じ
る必要がある｡ 
 

4.安全性･信頼性等 4.安全性・信頼性等 

(1)安全性 
 安全に関わるｼｽﾃﾑについては､適切な故障許容(誤操作を含
む｡)を確保すること｡ 
 

(1)安全性 
 ﾊｻﾞｰﾄﾞが､ｼｽﾃﾑ･機器の故障･誤動作や搭乗員の誤操作に起因する場合には､原則としてﾌｫｰﾙﾄ
ﾄﾚﾗﾝｽ(故障許容)設計がとられている｡ 
 
ｱ ﾊｻﾞｰﾄﾞの被害の度合いとﾌｫｰﾙﾄﾄﾚﾗﾝｽ数 
 原則として､各ﾊｻﾞｰﾄﾞの被害の度合いに応じて次のﾌｫｰﾙﾄﾄﾚﾗﾝｽ設計とされている｡ 
 
①ｶﾀｽﾄﾛﾌｨｯｸﾊｻﾞｰﾄﾞ: 
2ﾌｫｰﾙﾄﾄﾚﾗﾝｽ(ｼｽﾃﾑ･機器の故障及び搭乗員の誤操作のいかなる2つの組み合わせによっても搭
乗員に対する致命傷を引き起こさない設計) 
②ｸﾘﾃｨｶﾙﾊｻﾞｰﾄﾞ: 
1ﾌｫｰﾙﾄﾄﾚﾗﾝｽ(単一のｼｽﾃﾑ･機器の故障又は誤操作により搭乗員への傷害を引き起こさない設
計) 
 
ｲ 冗長設計とｲﾝﾋﾋﾞｯﾄ設計 
 ﾌｫｰﾙﾄﾄﾚﾗﾝｽ設計として､次の 2 つの手法がとられている｡ 
 ･ある機能の喪失が事故に到る場合       :冗長設計 
 ･ある機能の意図しない動作が事故に到る場合 :ｲﾝﾋﾋﾞｯﾄ設計 
 

(1) 安全性 
TPF は、左記に従い、安全性設計を行った。 
 
 

(2)信頼性 
  ｱ ｼｽﾃﾑの独立性 
 安全に関わるｼｽﾃﾑについては､他のｼｽﾃﾑの故障の影響を可
能な限り受けないようにすること｡ 
 また､冗長系は､可能な限り互いに分離して配置すること｡ 
   

(2)信頼性 
ｱ ｼｽﾃﾑの独立性 
 電力･通信制御･熱制御･環境制御系統等の安全に関わるｼｽﾃﾑは､1 系統が故障した場合でも他
方の 1 系統のみで安全な運用を確保できるよう､各系統が冗長設計(並行運転又は待機冗長)され､
かつ､冗長系の各要素は物理的に独立している｡ 
 
 また､火災･ﾃﾞﾌﾞﾘ衝突等の損傷を想定しても 2 系統が同時に使用不能とならないよう､独立した 2
系統の主要機器は別々のﾗｯｸに装着され､冗長機器の配置･ﾘｿｰｽ経路を分離し､故障の伝搬を防
止するよう設計されている｡ 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
全般 
 

(2) 信頼性 
ｱ ｼｽﾃﾑの独立性 
 配管系過加圧時の圧力調整機能としてのチェックバルブ、アキュムレータを冗長に配置してい
る。 
 ヒータ過加熱時の電源遮断機能としての安全化ボックスを、電源ボックスとは独立して設置して
いる。また、過加熱検知のためのサーモスタットとそれに対応する電源遮断回路を冗長化してお
り、それぞれの系統は独立している。 
   
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
UNQ-TPF-04 圧力システムの破裂 
UNQ-TPF-06 毒性物質の漏洩 

ｲ 故障検知 
 安全に関わるｼｽﾃﾑの故障は､可能な限り自動的に検知され､
地上要員に通報されるとともに､緊急を要するもの等必要なもの
は､搭乗員にも通報されること｡ 
  

ｲ 故障検知 
 搭載する JEMｺﾝﾄﾛｰﾙﾌﾟﾛｾｯｻ(JCP)によって､各機器のｾﾝｻ等からのﾃﾞｰﾀを周期的に収集し､JEM
内の故障を検出･同定して､所定の回復手順を自動的に実行することにより､必要最小限の JEMｼｽ
ﾃﾑ及び搭乗員の安全性を維持する機能(故障検知･分離･回復(FDIR)機能)を有している｡ 
 
 JCP の周期的診断や各個別制御装置の自己診断によって､処置を要する故障が検知された場
合､故障機器が遮断され又は警告･警報が発せられ､処置が促される｡ 
 
 なお､JCP は自己診断機能を有しており､JCP 自体に処置を要する故障が検知された場合､待機
冗長の JCP を自動的に立ち上げ､切り換える｡ 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
全般 
 

ｲ 故障検知 
TPF に対しては、該当機器がないため適用外とする。 

 
 

 ｳ 自律性の確保 
 安全に関わるｼｽﾃﾑについては､地上管制が受けられない場合
においても搭乗員の安全を確保すること｡ 
 
 

ｳ 自律性の確保､自動機能に対するｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 
 地上管制との通信が途絶えた状態で､火災･減圧･汚染等の緊急事態が発生した場合には､軌道
上搭乗員が地上に依存することなく､安全確保の処置を行う必要がある｡ 
 このため､安全に関わる JEMｼｽﾃﾑの自動制御機能は､軌道上の搭乗員､地上要員のいずれから
のｺﾏﾝﾄﾞによっても安全側への制御を行うこと(ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ)が可能とされている｡ 
 なお､意図せぬｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ防止のため､ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞｺﾏﾝﾄﾞは､搭乗員による独立な 2 つの動作が必
要とされている｡ 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
全般 
 

ｳ 自律性の確保、自動機能に対するｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 
TPF の安全制御機能は、地上管制を必要としない。 

 
 

  ｴ 自動機能に対するｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞ 
 安全に関わるｼｽﾃﾑの自動機能については､搭乗員及び地上
操作によるｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄﾞができること｡ 
 

上記に含む 上記に含む 

(3)保全性 
  ｱ 機能中断の防止 
 安全上連続的に運用する必要のあるｼｽﾃﾑは､重要な機能の
中断なく保全できること｡ 
  

(3)保全性 
 ISS の保全作業は､船内活動･船外活動･ﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑ操作により､基本的に軌道上交換ﾕﾆｯﾄ(ORU)
毎に機器･部品の交換が行われる｡ 
 
ｱ 機能中断の防止 
 JEM の安全に関わるｼｽﾃﾑは､冗長構成となっているため､保全時に 1 系統を停止させた場合で
も､他系統で運転を行い､最低限の機能を確保しつつ､保全作業が可能である((2)信頼性参照)｡ 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
全般 

 
(3) 保全性 

 
 
ｱ 機能中断の防止 

TPF に対しては該当機能がないため適用外とする。 
 
 
 

 ｲ 危険防止 ｲ 危険防止 ｲ 危険防止 
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 保全作業については､船外活動の最小化､粉塵等の発生の最
小化､流体の放出の最小化､最適な防護措置等が行われるこ
と｡ 
 また､保全に伴う機器の取付け及び取外しは､安全かつ容易に
できること｡ 
 

①船外活動の最少化 
 搭乗員の船外活動を極力少なくするため､曝露部(船外実験ﾊﾟﾚｯﾄ)上面の機器の保全作業は､与
圧部(船内実験室)内からﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀを使用したﾛﾎﾞﾃｨｸｽ作業によって行われる｡ 
 

① 船外活動の最小化 
TPF は船内実験室にて使用するため、適用外とする。 
 

 

 
 
 
 

②粉塵等の発生の最少化 
 軌道上での保全作業では､粉塵等を発生する加工作業は行わない計画である｡ 
 

② 粉塵等の発生の最少化 
TPF は、軌道上での保全作業において粉塵等を発生する加工作業は行わない計画のため、適

用外とする。 
 

 
 
 
 

③流体放出の防止 
 保全時の流体の放出防止のため､熱制御系の水ﾙｰﾌﾟ機器等のｲﾝﾀﾌｪｰｽには､ｸｲｯｸﾃﾞｨｽｺﾈｸﾀ
(QD)を使用している｡ 
 

③ 流体放出の防止 
TPF は、多目的実験ラックとの冷却水系統のインタフェースに、ｸｲｯｸﾃﾞｨｽｺﾈｸﾀ(QD)を使用して

いる｡ 
 

 
 
 
 
 

④防護措置 
 保全作業時の安全を確保するため､露出表面温度が許容温度を超える箇所にはｶﾊﾞｰ､電気ｺﾈｸﾀ
への保護ｷｬｯﾌﾟ､鋭利端部への保護ｶﾊﾞｰ等が設けられている｡ 
 

④ 防護措置 
保全作業時には、上流システムの電源が切られていることおよび機器温度が低下していること

を確認したのちに、コネクタ着脱、機器への接触等の作業を実施する手順を設定している。また、
鋭利端部等がないような設計としている。 

 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ>  

STD‐TPF‐04 鋭利端部への接触、挟み込み 
STD‐TPF‐10 高／低温部への接触 
STD‐TPF‐14 電力コネクタ着脱時の感電 
 

 ⑤機器取付け及び取外しでの安全 
 ORU が無重力状態でﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ､ｼｰﾄﾄﾗｯｸ､ﾍﾞﾙｸﾛ等を利用して一時的に固定して保管することがで
きるなど､保全に伴う機器の取付け･取外しを安全かつ容易にする設計としている｡ 
 ｺﾈｸﾀは､識別､結合･分離操作が容易にでき､誤った挿入･脱着ができない構造となっており､確実
なﾛｯｸ機能を有している｡ 
 ORU 間の連結配管･ﾜｲﾔｰ･ｹｰﾌﾞﾙは､取外し等のために長さに余裕を持たせている｡ 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
NASDA-1JA/1J-0002 水の漏洩 
NASDA-1JA/1J-0003 環境空気汚染 
NASDA-1JA/1J-0011 固定されていない機器との衝突(軌道上) 
NASDA-1JA/1J-0016 感電 
NASDA-1JA/1J-0017 接触面温度異常 
 
NASDA-ICS-0002  水の漏洩 
NASDA-ICS-0003  環境空気汚染 
NASDA-ICS-0011  固定されていない機器との衝突(軌道上) 
NASDA-ICS-0016  感電 
NASDA-ICS-0017  接触面温度異常 
 

⑤ 機器取付け及び取外しでの安全 
TPF の ORU は、機器の取付け･取外しを安全かつ容易にする設計としている｡ｺﾈｸﾀは､識別､

結合･分離操作が容易にでき､誤った挿入･脱着ができない構造となっており､確実なﾛｯｸ機能を有
している｡また、ORU 間の連結配管･ﾜｲﾔｰ･ｹｰﾌﾞﾙは､取外し等のために長さに余裕を持たせた設
計としている｡ 
 

<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ>  
STD‐TPF‐04 鋭利端部への接触 
STD‐TPF‐10 高／低温部への接触 
STD‐TPF‐14 電力コネクタ着脱時の感電 

  

(4)品質保証 
 安全に関わるｼｽﾃﾑの機能､性能等を確認するため､製造管理
及び十分な検証を行うとともに､その記録を保存すること｡ 
 また､JEM の安全確保に必要なﾃﾞｰﾀは､その効率的蓄積･利用
に資するために､問題報告･是正処置､部品情報､材料･工程情
報等についてﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化を図ること｡ 
 

(4)品質保証 
 安全の要求を含む､機能･性能等を満足していることを確認するため､部品･材料ﾚﾍﾞﾙ､ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄﾚ
ﾍﾞﾙ､ｻﾌﾞｼｽﾃﾑﾚﾍﾞﾙ､ｼｽﾃﾑﾚﾍﾞﾙの各段階において､試験･解析･検査･ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝにより十分な検
証が実施されることとなっている｡ 
 また､JEMｼｽﾃﾑの構成品が仕様書の要求に合致していることを確認するため､製造工程が管理さ
れ､製造時に得られたﾃﾞｰﾀを含む製造作業の記録が保存される｡なお､これらのﾃﾞｰﾀのうち､次の安
全確保に必要なﾃﾞｰﾀの効率的な蓄積･利用を図るため､ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化を目的として JEM S&PAﾃﾞｰﾀ
交換ｼｽﾃﾑ(SPADEｼｽﾃﾑ)が構築されている｡ 
  ･JEM 問題報告及び是正処置ﾃﾞｰﾀ 
  ･JEM 材料及び工程技術ﾃﾞｰﾀ 
  ･JEM 電気､電子､電気機械(EEE)部品ﾃﾞｰﾀ 
  ･JEM FMEA/ｸﾘﾃｨｶﾙｱｲﾃﾑﾘｽﾄ(CIL)ﾃﾞｰﾀ 
  ･JEM ORUﾃﾞｰﾀ 
  ･JEM ﾊｻﾞｰﾄﾞ関連ﾃﾞｰﾀ(ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ) 
 

(4) 品質保証 
安全上重要な機能については性能等を満足していることを確認するため、ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ、ｼｽﾃﾑﾚ

ﾍﾞﾙの段階において、試験・解析・検査による検証を実施し、記録類、解析書、試験ﾃﾞｰﾀ、評価結
果等のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの確認を通して、検証の妥当性を確認した。 

 

7.人間･機械系設計 
 JEM は､我が国初めての本格的な有人宇宙活動を提供する場
であり､安全確保を図る上で人的要因を十分考慮しなければな
らない｡このため､以下のような対策を講じる必要がある｡ 
 

5.人間･機械ｲﾝﾀﾌｪｰｽ設計 5. 人間・機械ｲﾝﾀﾌｪｰｽ設計 

(1)搭乗員の保護 
 搭乗員が触れる可能性のある部分は､適切な丸みを持たせる
とともに､破損しても破片が飛散しないようにするなど､外傷､火
傷､感電等が生じないようにすること｡ 
 また､足部固定具､取っ手等は､荷重に十分耐えられること｡ 
 
 

(1)搭乗員の保護 
構体･機器による外傷･火傷･感電等の傷害から JEM 内の搭乗員を保護するため､以下の対策が講
じられている｡ 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
NASDA-1JA/1J-0013 NASDA-2JA-0013  回転機器への接触又は回転機器破損による破片の衝

突 
NASDA-1JA/1J-0016 NASDA-2JA-0016  感電 
NASDA-1JA/1J-0017 NASDA-2JA-0017 接触面温度異常 
NASDA-1JA/1J-0018 NASDA-2JA-0018 鋭利端部及び突起物 
NASDA-1JA/1J-0019 NASDA-2JA-0019 切断/挟み込み 
NASDA-1JA/1J-0026 NASDA-2JA-0029 不適切な船外活動(EVA)移動支援具 
 
NASDA-ICS-0016  感電 

(1) 搭乗員の保護 
構体・機器による外傷・火傷・感電等の傷害から JEM 内外の搭乗員を保護するため、以下の対

策を講じた。 
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NASDA-ICS-0017  接触面温度異常 
NASDA-ICS-0018  鋭利端部及び突起物 
NASDA-ICS-0019  切断/挟み込み 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ｱ 外傷の防止 
①回転機器に対する防護 
 ﾌｧﾝ､ﾎﾟﾝﾌﾟ等の回転機器は､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ等により覆い､不意の接触による外傷の防止が図られてい
る｡ 
 また､回転機器自体は､破壊した場合､破片が飛び散らないよう､安全化設計が行われている｡ 
 

ｱ 外傷の防止 
TPF は、試料流体循環のためのポンプを 2 式、高速度カメラ付属の換気ファンを 2 式有している

が、ハウジングに覆われている設計であり、動作時には接触しない運用としている。また、ISS 共通
の安全要求に従って、回転機器のエネルギーが十分小さいことを確認している。 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
STD‐TPF‐13 回転機器の破損 

 
 
 
 
 
 

②鋭利端部･突起物に対する防護 
  ISS の要求値に従って､構造･装置の角･鋭利端部に丸みを持たせる等の処置が行われ､性能の
維持等のため取り除けない鋭利端部･突起物にはｶﾊﾞｰ等適切な保護が施されている｡ 
 
 
 
 

 
 
 

② 鋭利端部・突起物に対する防護 
  搭乗員が接触する可能性のある TPF の構造・装置については、ISS 共通の安全要求に従って、
角・鋭利端部に丸みを持たせる設計が行われており、設計図面、製造図面に反映され、製造中に
発生する可能性のあるﾊﾞﾘ等の有無も含めて最終的にﾌﾗｲﾄﾊｰﾄﾞｳｪｱに対し、目視、触診、Rｹﾞｰｼﾞ
等による検査を行い搭乗員に対する保護を確認した。また、搭乗員によるｱｸｾｽの方法について､
搭乗員の手順書へ反映されることを確認した｡ 

飛散材料のうち、露出する部位（カメラレンズ）は、打上げ及び軌道上環境に耐える設計である
ことを振動試験により確認した。また、クルーがアクセスしないような箇所に設置されていること、
及び封入設計がされていることを図面検査により確認した。 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 

STD‐TPF‐04 鋭利端部への接触 
STD-TPF-05 ガラスの破損 
 

 ③巻き込み･挟み込みに対する防護 
 機器は搭乗員が引っかかることのないような配置･大きさ･形状を考慮した設計とされ､ﾊｯﾁ等搭乗
員が挟まれる可能性のある機構は､警告表示により注意喚起されている｡ 
 さらに､可動部を持つ機器は､不意に稼働しないようにｲﾝﾋﾋﾞｯﾄが設けられているとともに､緊急停
止が可能な設計となっている｡ 
 

 ③ 巻き込み・挟み込みに対する防護 
搭乗員が触れる可能性のある機器については、引っかかることのないように、ISS 共通の安全

要求に従って、穴、すきまに対する設計が行われていることをﾌﾗｲﾄﾊｰﾄﾞｳｪｱに対する検査を行い
搭乗員に対する保護を確認した。 
 

<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
STD‐TPF‐04 鋭利端部への接触 

 
 ｲ 火傷の防止 

 露出部の表面は､火傷や凍傷を生じない温度範囲(与圧区域内にあり連続的な接触のある箇所
の温度は 4℃~45℃)となるように設計され､この温度範囲を超える機器は､ﾗｯｸﾊﾟﾈﾙ､ｸﾛｰｽﾞｱｳﾄﾊﾟﾈ
ﾙ等により直接の接触を防止し､又は警告ﾗﾍﾞﾙにより搭乗員の注意を喚起する｡  
 

ｲ 火傷の防止 
ISS 共通の安全要求に従って露出部表面温度、または熱伝達率要求を逸脱することがないこと

を熱解析にて確認した｡ 
 

<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
STD‐TPF‐10 高温/低温部への接触 

 
 ｳ 感電の防止 

 電気設備は､短絡･接続不良等による漏電を防止するため､電力ﾘｰﾄﾞ線･接点･端子･ｺﾝﾃﾞﾝｻ等の
露出を避け､また､電気機器は､感電を防止するための適切なﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･接地･絶縁が行われてい
る｡ 
 電力ﾗｲﾝのｺﾈｸﾀは､搭乗員による装脱着時の感電等の防止のため､ｺﾈｸﾀ上流に電流遮断機能を
もたせるとともに､ﾋﾟﾝが露出しないﾀｲﾌﾟのｺﾈｸﾀの採用､ｺﾈｸﾀの接地の確保が行われている｡ 
 
船外活動による電力ﾗｲﾝのｺﾈｸﾀは､溶融金属(Molten Metal)の飛散による宇宙服への損傷を防止
する観点から､ｺﾈｸﾀ上流に電流遮断機能をもたせており､軌道上での手順書への遮断手順の反映
を図面､解析､機能試験により確認した｡ｺﾈｸﾀは､上流側にはｿｹｯﾄﾀｲﾌﾟの使用､ｽｸｰﾌﾟﾌﾟﾙｰﾌﾀｲﾌﾟの
使用､着脱時にﾋﾟﾝが露出しないようにﾊｳｼﾞﾝｸﾞをもったﾀｲﾌﾟのｺﾈｸﾀの使用､ｺﾈｸﾀの適切な接地を
部品ﾘｽﾄ､図面､実機確認により確認した｡ 
 

ｳ 感電の防止 
 電力ﾗｲﾝについては、短絡・接続不良等による漏電を防止するため、電力ﾘｰﾄﾞ線・接点・端子・ｺﾝ
ﾃﾞﾝｻ等が露出していないことをﾌﾗｲﾄﾊｰﾄﾞｳｪｱ検査にて確認した。電線・ｹｰﾌﾞﾙについては、ISS の
要求に従った被覆のされている部品を選定していることを部品ﾘｽﾄ、ﾌﾗｲﾄﾊｰﾄﾞｳｪｱの検査により確
認した。また、電気機器の接地が行われていることを確認するために、ﾊｰﾄﾞｳｪｱに対して絶縁抵抗
試験、ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ抵抗測定を実施した。 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 

STD‐TPF‐14 電力コネクタ着脱時の感電 
UNQ-TPF-03 電力系の損傷 

 ｴ 作業等の安全 
 足部固定具(ﾌｯﾄﾚｽﾄﾚｲﾝﾄ)､取っ手(ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ)等の移動支援具は､荷重に十分耐えられるように適
切な安全率(1.5)を持った構造設計が行われ､搭乗員の移動･作業場所を考慮した適切な位置に配
置されている｡ 

ｴ 作業等の安全 
 TPF に対しては、該当機能がないため適用外とする。 

(2)誤操作等の防止 
 安全に関わるｼｽﾃﾑについては､搭乗員の負担を軽減するとと
もに､誤操作及び操作忘れの発生を防止するため､可能な限り
自動化すること｡ 
 また､JEM の内部装飾､機器の操作手順､視野等については､
誤操作等の生じにくいよう十分配慮すること｡ 
 

(2)誤操作の防止 
 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
全般 

(2) 誤操作の防止 
TPF は、軌道上での多目的実験ラック搭載時のコネクタ接続、および実験時の実験流路選択用

のバルブ選択について、クルー誤操作を防ぐために以下の配慮を行っている。 

 ｱ 自動化 
 搭乗員の誤操作･操作忘れの防止などのため､JEMRMS(ﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑ)ｺﾝｿｰﾙ電源投入時のｱﾋﾞｵﾆｸ
ｽﾌｧﾝ･煙検知器の自動的始動等､可能な限りの自動化が図られている｡ 
 

ｱ 自動化 
TPF に対しては、該当機能がないため適用外とする。 
 

 ｲ 内部装飾 
 搭乗員の誤認を避けるため､室内の装飾､銘板､ﾗﾍﾞﾙ､ﾏｰｷﾝｸﾞに対し､次のような配慮がなされて
いる｡ 

ｲ 内部装飾 
TPF は、クルー操作によるコネクタ接続を必要とするが、ラベル等により個々のコネクタ識別が

可能なよう配慮されている。また、実験流路選択用のバルブを有しているが、マーキングにより開
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①JEM の内部装飾全体は､搭乗員に上下左右の方向感覚を持たせるような設計とされている｡ 
②配線束･流体配管は､両端及び 1m(非与圧領域は 5m)間隔でその機能が識別でき､また､ﾊﾞﾙﾌﾞの
開閉状態が容易に確認できるようにされている｡ 
③ﾃﾞｰﾀ表示･操作手順表示･ﾏｰｷﾝｸﾞは､英語又は国際標準ｼﾝﾎﾞﾙを使用し､日本語等他の言語を
使用する場合には､並記することとされている｡ 
 

閉状態及び個々の識別が可能なよう配慮されている。 
 

 ｳ 機器の操作手順 
①ﾊｻﾞｰﾄﾞを発現させる可能性のあるｺﾏﾝﾄﾞ(ﾊｻﾞｰﾀﾞｽ･ｺﾏﾝﾄﾞ)は､搭乗員又は地上要員が安全のため
の必要条件を満足していることを確認した後､発信されることとなっている｡ 
 
②安全上重要なｼｽﾃﾑ･装置は､独立したｲﾝﾋﾋﾞｯﾄにより保護されている｡ 
 

ｳ 機器の操作手順 
TPF 実験時は、地上要員がバルブの開閉状態を確認したのちに、実験開始する手順としてい

る。 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 

UNQ-TPF-04 圧力ｼｽﾃﾑの破裂・漏洩 
 

 ｴ 視野等 
①JEMRMS(ﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑ)によるﾍﾟｲﾛｰﾄﾞ等の受け渡しは､搭乗員が JEM 与圧部(船内実験室)内の
JEMRMS(ﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑ)ｺﾝｿｰﾙの TVｶﾒﾗ､ﾓﾆﾀを通して確認しながら遠隔操作で行われる｡ 
②搭乗員の作業面では､作業･操作･表示機器確認に支障がないように十分な照明(特に規定がな
い限り､白色光で 108Lux 以上)が確保されている｡ 
 

ｴ 視野等 
TPF に対しては、該当機能がないため適用外とする。 

 
 
 

(3)共通化 
 安全に関わるｼｽﾃﾑについては､可能な限り国際的に共通化を
図ること｡ 
 

(3)共通化 
 ISS 全体の安全に関わる JEM の構成要素(ﾊｰﾄﾞｳｪｱ･ｿﾌﾄｳｪｱ･ｲﾝﾀﾌｪｰｽ)は､ISS 構成要素との間
で共通化(全く同一であること)､標準化(設計標準､設計基準等を適用すること)が図られている｡ 
 
 この共通化･標準化には､次のとおり､特に直接搭乗員の安全に関わる表示･警告･警報の統一､
避難･非常操作･緊急処置等に関わる手順･対応の統一､安全確保の面から重要な保全方法の統
一が重点的に含まれている｡ 
①警告･警報等 
共通化:音声端末､警告･警報ﾊﾟﾈﾙ､ﾗﾍﾞﾙ､ﾏｰｷﾝｸﾞ 
標準化:警報のｸﾗｽ分け 
②火災検知/消火ｼｽﾃﾑ 
共通化:煙ｾﾝｻ､可搬式消火器 
③ﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀ(ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ) 
共通化:親ｱｰﾑの被把持部､把持機構､ﾊﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ､ 
ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟｺﾝﾋﾟｭｰﾀ(ﾊｰﾄﾞｳｪｱのみ) 
標準化:ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟｺﾝﾋﾟｭｰﾀの表示 
④その他 
共通化:ﾊｯﾁ､ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ､足部固定具､窓組立  等 
標準化:配管･配線等識別用ｼｰﾙ､銘板       等 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
全般 
 

(3) 共通化 
TPF に対しては、該当機能がないため適用外とする。 
 
 

8.緊急対策 
 火災､減圧､汚染等の異常が発生し､緊急を要するときにおい
ても､搭乗員の安全に重大な影響が及ばないようにしなければ
ならない｡このため､以下のような対策を講じる必要がある｡ 
 

6.緊急対策 
火災･減圧･汚染の発生等の緊急時においても､搭乗員の安全に重大な影響が及ばないようにする
ため､ 
以下の対策が講じられている｡ 

6.緊急対策 

(1)緊急警報 
 緊急警報は､人命に脅威となるような異常を識別でき､安全に
退避できるよう十分早く発信できること｡ 
 また､人命への脅威に関する緊急警報は､異常を発見した搭乗
員が警報ﾎﾞﾀﾝ等により手動で警報を発出できること｡ 
 
 

(1)緊急警報 
   JEM ではﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝﾗｯｸ及び RMSﾗｯｸの 2 箇所に設置されている ISS 共通の警告･警報ﾊﾟﾈﾙ
によって､3 段階の緊急度に応じ､Emergency(Class1)､Warning(Class2)又は Caution(Class3)が発せ
られる｡ 
  Class 1 である火災･減圧･汚染に対しては､ｾﾝｻ検知による自動起動又は搭乗員若しくは地上
要員による起動が可能であり､各ﾊｻﾞｰﾄﾞに固有の警報音と点滅ﾗｲﾄで､警告･警報を発するｼｽﾃﾑと
なっている｡ 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
NASDA-1JA/1J-0001 NASDA-2JA-0001 火災 
NASDA-1JA/1J-00023  隔離/退避不能 
 

(1)緊急警報 
以下参照 
 
 
 

 
 

 ｱ 火災 
  火災検知区域(RMSﾗｯｸ､実験ﾗｯｸ､空調装置入り口､補給部与圧区(船内保管室)(船内保管室)循
環ﾌｧﾝ出口等)毎に煙ｾﾝｻが配置され､火災発生が検知されると ISS の警告･警報ｼｽﾃﾑに通知さ
れ､ISS 全体に警告･警報が発出される｡ 
  また､消火区画は､区域毎に可搬式消火器による二酸化炭素放出のためのﾎﾟｰﾄが設けられ､区
画に対応した電源遮断及び循環空気停止を可能としている(注)｡ 
 
(注)JEM は､不燃性･難燃性材料の使用による燃焼抑止､適切な太さの電線の選定による過熱防
止､ﾊｰﾒﾁｯｸｼｰﾙﾀｲﾌﾟによる電気的発火防止設計､適切な熱設計･故障検知分離ｼｽﾃﾑの適用によ
る過熱防止設計等により､火災発生のﾘｽｸを最小化した設計となっている｡ 
 

ｱ 火災 
TPF は、多目的実験ラックに搭載されて実験が行われるため、TPF の火災は多目的実験ラック

の火災検知システムで検知可能である。 

 ｲ 減圧 
ｷｬﾋﾞﾝ内の減圧は､ISS本体により常時監視され､設定圧以下･設定減圧速度以上となると､ISS内

に警告･警報が発せられ､急速な減圧時には自動的に真空排気系の遮断弁が遮断される｡ 
 

ｲ 減圧 
  TPF に対しては、該当機能がないため適用外とする。 

 ｳ 汚染 
JEM のｷｬﾋﾞﾝ内の空気は､ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｲﾝにより ISS 本体の環境監視装置に定期的に送られて

分析･監視され､汚染物質､二酸化炭素･酸素分圧の異常等が検知された場合には､ISS 内に警告･
警報が発せられる｡ 
 

ｳ 汚染 
TPF に対しては、該当機能がないため適用外とする。 
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(2)ｱｸｾｽ 
 非常設備､防護具､安全上重要な手順書等は､緊急時において
も､搭乗員が容易に取り出して使用できるように保管すること｡ 
 また､通路は､搭乗員が安全かつ速やかに脱出･避難できるこ
と｡ 
 

(2)ｱｸｾｽ 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
全般 

(2)ｱｸｾｽ 

 ｱ 非常設備､防護具 
非常設備として､可搬式消火器が与圧部(船内実験室)2 箇所及び補給部与圧区(船内保管室)(船

内保管室)1 箇所に備えられ､また､防護具として可搬式呼吸器が可搬式消火器使用前に装着でき
るように消火器から 91cm 以内に設置され､これらの保管場所は容易に識別できるよう表示される｡ 
 

ｱ 非常設備、防護具 
 TPF に対しては、該当機能がないため適用外とする。 
 
 
 

 ｲ 安全上重要な手順書 
軌道上で必要となる安全上重要な手順書は､軌道上で搭乗員がｱｸｾｽできる電子ﾌｧｲﾙ媒体､

文書として保管･掲示される｡ 
 

ｲ 安全上重要な手順書 
軌道上で必要となる安全上重要な手順書は、軌道上で搭乗員がｱｸｾｽできるよう電子ﾌｧｲﾙ媒

体、文書として保管・掲示されることになっている。 
 

 ｳ 通路 
搭乗員の移動･作業を容易にするため､通路にﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ､ﾌｯﾄﾚｽﾄﾚｲﾝﾄ等が設置される｡ 

また､電源喪失時に備えて､非常用電源による非常灯が設置されるほか､ﾗｯｸの転倒･移動時でも
直径 81cm 以上の通路が確保される構成となっている｡ 
 

ｳ 通路 
TPF に対しては、該当機能がないため適用外とする。 

(3)減圧及び再加圧 
 火災､汚染等の異常が発生した場合には､与圧部(船内実験
室)及び補給部与圧区(船内保管室)(船内保管室)内の空気を排
出するため､減圧及び再加圧ができること｡ 
 また､JEM の起動に際し､搭乗員の JEM への移乗前に安全の
確認ができること｡ 
 
 

(3)減圧･再加圧 
JEM に火災･汚染等の異常が発生した場合には､ﾊｯﾁ等を閉鎖して､ISS 本体から隔離した後､ｷｬﾋﾞ
ﾝ空気を排気弁により宇宙空間に排出して減圧し､続いて､均圧弁を開くことにより､ISS 本体のｷｬﾋﾞ
ﾝ空気を取り込んで､再加圧できるよう設計されている｡ 
また､JEM の起動･再起動に際しては､搭乗員が JEM 内に移乗する前に､ISS 本体側から電力供給
系･水ﾙｰﾌﾟ･JCP･ｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸ･空気調和装置･ﾓｼﾞｭｰﾙ間通風換気(IMV)･火災検知系･ｶﾞｽｻﾝﾌﾟﾘﾝ
ｸﾞﾗｲﾝ･警告･警報ﾊﾟﾈﾙ等与圧環境の安全の確保に必要な最小限の機能を立ち上げることのでき
るｼｽﾃﾑ構成となっている｡ 
 
<関連ﾊｻﾞｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ> 
NASDA-1JA/1J-0005  減圧 
 

(3)減圧・再加圧     
TPF に対しては、該当機能がないため適用外とする。 

9.安全確保体制 
JEM の安全確保に関わる活動については､開発及び運用の担
当部門から独立した部門においても行うこと｡ 
 また､安全上のあらゆる問題点について､開発及び運用の責任
者まで報告される体制を確立すること｡ 
 さらに､JEM の開発及び運用に携わる者への安全教育･訓練を
実施するとともに､安全確保に係る事項の周知徹底を図ること｡ 
 

7.安全確保体制 
 安全･開発保証活動のための体制については､JEM の開発･利用･運用の担当である JEMﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄﾁｰﾑ等から独立した安全･開発保証部門である｢宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ安全･信頼性管理室｣において､方
針･要求事項の設定､その履行状況の評価､必要な勧告が行われている｡ 
 また､安全上の問題については､開発･運用の責任者まで報告･検討される体制が確立されてい
る｡ 
  さらに､JAXA において､JEM の開発･運用に携わる者への安全教育･訓練が実施されるとともに､
安全確保に係る事項の周知徹底が図られている｡ 

７．安全確保体制 
安全･開発保証活動のための体制について､TPF プロジェクトチームから独立した安全･開発保

証部門である｢有人ｼｽﾃﾑ安全ﾐｯｼｮﾝ保証室｣において､方針･要求事項の設定､その履行状況の
評価､必要な勧告が行われている｡ 
 また､安全上の問題については､開発･運用の責任者まで報告･検討される体制が確立されてい
る｡ 
  さらに､JAXA において､装置の開発･運用に携わる者への安全教育･訓練が実施されるとともに､
安全確保に係る事項の周知徹底が図られている｡ 
 

 


